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平成29年度第２回鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会 議事録

日 時：平成29年６月７日（水）午前９時30分～午後０時50分
場 所：ホテルレクストン鹿児島 サルビア（鹿児島市山之口町４番20号）
参加者：浅野委員，地頭薗委員，塚田委員，古田委員，松成委員，宮町委員，

守田委員，山内委員（欠席：釜江委員，相良委員，佐藤委員，中島委員）

１ 開会

（事務局）
ただいまから，平成29年度第２回鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会を開

会いたします。本日の司会進行を担当させていただきます，原子力安全対策課の前田と申
します。よろしくお願いいたします。

それでは，お手元にお配りしております，会次第に従いまして進行させていただきます
ので，よろしくお願いいたします。

はじめに，開会にあたりまして三反園知事が御挨拶を申し上げます。

２ 知事挨拶

（鹿児島県知事）
一言御挨拶を申し上げます。
皆様方におかれましては，大変お忙しい中，本日の委員会への御出席を賜りまして，心

から感謝申し上げます。
私としては，県民の安心・安全が一番だと考えております。原子力防災対策の充実・強

化に全力で取り組んでまいります。
当委員会におかれましては，これまで，技術的・専門的見地から，有意義な御意見が出

され，熱心で活発な議論が交わされたところであります。
委員の皆様方には，引き続き，活発な御議論と忌憚のない御意見をいただき，改めてお

願いしますとともに，皆様方からいただいた御意見を踏まえ，避難計画につきましても見
直すべきところは見直していきたいと考えております。

本日は，よろしくお願い申し上げます。

３ 議事

（事務局）
それでは，ここからは，宮町座長を議長として議事の進行をお願いいたします。

(1) 川内原子力発電所２号機の点検結果等について(前回委員会での質問への回答)

（宮町座長）
それでは，これから議事の進行をしていきますので，委員の方々よろしくお願いします。

それでは，議事の（１）ですね，川内原子力発電所２号機の点検結果等の監修。前回の委
員会で九州電力さんの方にいろいろ質問がありましたので，その回答を九州電力側から説
明をお願いしたいと思います。

（九州電力）
皆様，おはようございます。九州電力の山元でございます。御説明に入ります前に一言

御挨拶を申し上げます。委員の皆様をはじめ，関係者の皆様におかれましては，当社の川
内原子力発電所に関しまして，日頃からいろいろと御対応をいただいております。心から
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御礼申し上げます。ありがとうございます。現在川内１号機，２号機とも安全運転を継続
しているところでございます。本日は，先程，座長からありました４月26日に開催されま
した前回の専門委員会におきまして，委員の皆様から４つほど御質問をいただいておりま
すので，その回答をさせていただきますので，よろしくお願いいたします。それでは，資
料に基づきまして，部長の岡野から御説明いたします。

（九州電力）
本店原子力発電本部で，安全・品質保証部長をしております岡野と申します。よろしく

お願いいたします。座らせていただきます。
資料１の１ページを御覧ください。４つ御質問いただいております。１つ目が重大事故

時対応における所内の通信手段，２つ目が大きな地震の繰り返しに対する格納容器の安全
性，３つ目が福島第一事故を踏まえた安全対策，４つ目が安全性向上への継続的な取り組
みについてでございます。

２ページを御覧ください。まず１つ目の重大事故時対応における所内の通信手段につい
てでございます。ご質問は，「重大事故が発生した場合，その対応を行う際には，通信手
段が重要である。通信手段は確実に確保されるのか」ということでございます。

３ページを御覧ください。まず，通常時と重大事故時の通信連絡について，御説明いた
します。川内原子力発電所では，発電所内及び所外と通信連絡を確実に行うため，多様な
通信連絡設備を整備しております。通常時は，中央制御室と現場の通信連絡が主となりま
すので，社内回線電話である保安電話，発電所内の放送･通話装置であるページング装置，
携帯型有線通話装置により，連絡を取り合います。重大事故時は，代替緊急時対策所が主
となりますので，代替緊急時対策所と国･自治体の間は，加入電話，衛星携帯電話，テレ
ビ会議システム等により行います。重大事故時の発電所内の通信連絡につきましては，後
ほど詳細に御説明をいたします。

４ページを御覧ください。重大事故時に使用する通信連絡設備の外観写真でございます。
今御説明しました保安電話，衛星携帯電話等でございます。皆さまに馴染みのないものに
つきまして，少し御説明をさせていただきます。

ページング装置は，所内放送としまして，各所のスピーカーから，担当者を呼び出し，
この写真の黄色い部分の左に受話器がございますけれども，これで会話をするものでござ
います。携帯型有線通話装置は，１本の通信ケーブルに複数の通話装置を並列に接続し，
通話を行うことができる装置でございます。携帯型有線通話装置の通信ケーブルを，中央
制御室，重大事故の対応を行う現場に専用回線として敷設いたしまして，接続箱を設置し
ております。中央制御室や現場におきましては，通話装置を各接続口につなぐことで，発
話者の音声は全ての現場で聞き取りができ，相互の通話ができるようになっております。
無線通話装置は，いわゆるトランシーバーでございまして，相互間で通話ができるもので
ございます。この無線通話装置や衛星携帯電話等につきましては，通信連絡を必要とする
場所に，電波が届かないデッドスポットというものはございません。

５ページを御覧ください。次に，重大事故時の所内連絡について，もう少し御説明をい
たします。重大事故時は，「代替緊急時対策所」に，事故対応の対策本部ができ，事故収
束のための指揮を行います。「中央制御室」では，事故収束の操作や監視を，「屋内や屋
外の現場」では，事故時の対応として，原子炉へ注水するための可搬型設備の設置等の対
応を行います。この「代替緊急時対策所」，「中央制御室」，「屋内や屋外の現場」間の所
内連絡は，社内回線電話である保安電話や所内放送通話装置であるページング装置等で行
います。これらの通信手段が使えない場合は，衛星回線を使用した衛星携帯電話や，先ほ
ど御説明しました携帯型有線通話装置を使って連絡を行います。このように多様な通信連
絡手段を用意することにより，一つの通信連絡設備が使用不能となっても，代替の通信連
絡設備により，通信連絡ができるよう，冗長性を有した設計といたしております。

６ページを御覧ください。こちらは，重大事故時に使用する通信連絡設備について，考
慮すべき事項をまとめたものでございます。通信連絡設備につきましては，非常用所内電
源や蓄電池から給電するとともに，乾電池等の消耗に備え，代替電源からの給電や予備の
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電池を携帯するなど，通信･連絡が確実にできるよう対応を行っております。また，これ
らの通信連絡設備につきましては，定期的に点検や通話･通信確認を行っております。こ
のように，多様な通信・連絡手段を用意するとともに，停電等に対し対策をとり，確実に
通信連絡が取れるようにいたしております。

７ページを御覧ください。２つ目の御質問でございます。大きな地震の繰り返しに対す
る格納容器の安全性についてでございます。御質問は，「１回目の地震により事故が発生
し，格納容器の圧力が高い状態で，地震が発生した場合の評価はされているのか」という
ことでございます。

８ページを御覧ください。格納容器圧力が高くなる事故事象といたしましては，一次冷
却材喪失事故，いわゆるＬＯＣＡと呼ばれるものでございます。このＬＯＣＡは，一次冷
却材配管が壊れ，一次冷却材が漏れる事故のことでございます。この格納容器内にある蒸
気発生器，一次冷却材配管，原子炉容器等は耐震Ｓクラスで設計しておりますので，地震
により配管等が壊れ一次冷却材が漏れる事故が起きることは考えられません。したがって，
発生する可能性は極めて低いものの，耐震評価といたしましては，厳しめにＬＯＣＡ後の
最大内圧を超える「格納容器の最高使用圧力」と「基準地震動」の組合せで耐震評価を実
施いたしております。評価結果は，格納容器のうち最も大きな応力がかかる格納容器上部
のクレーンを支えるリングガータとよばれるものの上端部について，構造評価の評価基準
値及び弾性状態に留まる範囲の値280ＭＰａに対しまして，１号は227，２号は223ＭＰａ
と，揺れの後に歪みが残ることなく元の形に戻る弾性範囲内にございまして，地震の繰り
返しに対しても，耐震安全性が損なわれることがないことを確認いたしております。

９ページを御覧ください。３つ目の御質問でございます。福島第一事故を踏まえた安全
対策についてでございます。ご質問は，「福島の事故原因を踏まえ新設された新規制基準
が，どのように川内原子力発電所に反映されているのか」ということでございます。昨年
12月の専門委員会におきまして，安全対策について，簡単に御説明させていただいており
ますが，改めて，福島事故の原因，それを踏まえた新規制基準の要求と川内原子力発電所
の安全対策について，整理し直しましたので御説明させていただきます。

10ページを御覧ください。福島第一原子力発電所事故の概要でございます。福島第一事
故では，地震や津波などにより安全機能が一斉に喪失し，更に，その後の重大事故の進展
を食い止めることができず，水素爆発まで至りました。

11ページを御覧ください。新規制基準では，この事故を踏まえまして，１つは「共通要
因により安全機能が一斉に損なわれないこと」，そして，２つ目は「重大事故が発生して
も拡大を防止し，影響を緩和する対策」を求めました。図の青色と緑色の部分ですが，地
震・津波といった共通の要因によって，安全機能が一斉に失われないよう，自然現象など
の想定や対策が強化されました。また，オレンジ色の部分でございますけれども，ここは，
万一，重大事故が発生してしまった場合に，事故の拡大を防ぐ対策や，影響緩和の対策な
どを新たに要求いたしました。この図の青色，緑色やオレンジ色につきましては，後ほど
ご説明します13ページ以降の規制要求の文字の色に対応しています。

12ページを御覧ください。新規制基準の基本的な考え方と主な要求事項についてでござ
います。福島事故を踏まえまして，地震や津波など共通要因による安全機能の一斉喪失を
防止するため，新規制基準では，ローマ数字のⅠとⅡを要求しております。Ⅰの大規模な
自然災害への対応強化として，地震･津波の想定手法の見直し，火山・竜巻・森林火災の
想定などを，Ⅱの火災・内部溢水・停電などへの耐久力向上といたしまして，火災対策の
強化，外部電源の信頼性向上などを要求いたしております。また，２つ目の万一重大事故
が発生したとしても対処できる設備・手順の整備といたしまして，ローマ数字のⅢ～Ⅵを
要求いたしております。

Ⅲ炉心損傷の防止として，原子炉への注水・除熱対策の強化，使用済燃料プールへの注
水対策の強化などを，Ⅳの格納容器の閉じ込め機能等の維持としては，格納容器の破損防
止対策の強化，建屋等の水素爆発防止対策の強化を，また，Ⅴの放射性物質の拡散抑制対
策の導入やⅥの指揮所等の支援機能の確保として，緊急時対策所の設置を求めております。

さらに，テロや航空機衝突による，Ⅶの原子炉建屋外設備が破損した場合等への対応と
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いたしまして，電源車等可搬設備の分散配置や更なる信頼性向上対策としての特定重大事
故等対処施設の設置を要求しております。この新規制基準に対応した川内原子力発電所の
安全対策については，次のページからご説明します。

13ページを御覧ください。まず，地震・津波に関する新規制基準の要求内容と安全対策
についてでございます。

資料中の番号のローマ数字Ⅰ-①やⅠ-②とありますが，この番号については，先ほど説
明しました12ページの番号と対応しております。

耐震設計のもととなる基準地震動の要求といたしましては，重要な安全機能を有する施
設は，活断層等の露頭が無い地盤に設置すること，基準地震動は，敷地ごとに震源を特定
して策定する地震動，及び震源を特定せず策定する地震動について，最新の科学的・技術
的知見を踏まえ，策定することでございます。

これに対しまして，発電所では，ボーリング調査など詳細な調査を行い，敷地内に活断
層がないことを確認するとともに，震源を特定して策定する基準地震動と，震源を特定せ
ず策定する基準地震動を策定しています。

耐津波設計のもととなる基準津波の要求としては，施設に最も大きな影響を与える津波
に対しまして，安全機能が損なわれないこと，津波防護施設の設置を要求しております。

これに対しまして発電所では，琉球海溝におけるプレート間地震による津波を評価する
とともに，必要な対策を実施しております。地震・津波については，後ほど詳細を御説明
させていただきます。

14ページを御覧ください。ここは，自然現象等に関する新規制基準の要求内容と安全対
策についてでございます。

自然現象等の要求としては，竜巻の発生により，安全機能を損なわないこと。火山の影
響により，安全機能を損なわないこと。発電所周辺での森林火災により，安全機能を損な
わないことでございます。

これに関しまして発電所では，竜巻に対しまして，安全上重要な屋内設備を防護するネ
ットを設置するとともに，屋外資機材の固縛を実施しました。

火山については，過去に破局的噴火があったカルデラ火山のモニタリングを実施してお
ります。森林火災の発電所内への延焼防止として，防火帯を設置しました。次に火災につ
きましては，火災防護対策の強化・徹底を要求されました。発電所では，火災感知器，自
動消火設備を追加設置するとともに，同一エリア内にある安全上重要な設備の設置エリア
を耐火壁等で分離し，火災の影響軽減を図りました。溢水についてですが，溢水とは，タ
ンクや配管が壊れて水や蒸気が出て設備に影響を及ぼすものでございますが，この溢水に
より安全機能を損なわないことを要求されました。発電所では，安全上重要な設備の設置
エリアへ水密扉を設置するとともに，配管からの蒸気漏れを自動で止める設備を設置しま
した。

電源につきましては，外部電源の信頼性，非常用ディーゼル発電機の７日間の連続運転，
電源の多重化・分散配置を要求されました。発電所では，外部電源の信頼性につきまして
は，外部から発電所への送電線の50万ボルト２回線と22万ボルト１回線は，独立して接続
しております。

非常用ディーゼル発電機から７日間連続して給電ができるよう燃料油貯蔵タンクを追加
設置いたしました。

非常用ディーゼル発電機及び直流電源設備の多重性と独立性を考慮し，それぞれ別の場
所に設置しております。

環境中の放射線等の測定を行うモニタリング設備につきましては，無停電電源装置を設
置するとともに，伝送系は有線･無線により多様化を行っております。

次のページを御覧ください。次は，重大事故等対策といたしまして，新規制基準で新た
に要求されたものでございます。

まず，原子炉内の燃料及び使用済燃料の損傷防止でございます。
原子炉緊急停止失敗の場合の停止対策が要求されまして，原子炉緊急停止失敗時に，原

子炉を未臨界に移行させる措置として，蒸気タービンを自動停止させる信号等の発信回路
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を設置しました。
次に，原子炉の冷却･減圧についてでございます。
原子炉減圧機能喪失時の対策が要求されまして，加圧器逃がし弁による原子炉の減圧が

確実に行えるように，弁を動かすための制御用空気が使用できない場合の対策として，窒
素ガス供給設備を現場に配備しております。

原子炉冷却機能喪失時の要求につきましては，多重に備えている既設設備が使用できな
い場合の対策といたしまして，常設電動注入ポンプによる炉心注水，可搬型ディーゼル注
入ポンプ，可搬型電動低圧注入ポンプによる炉心注水，格納容器スプレイポンプを使用し
た炉心注水等により，冷却手段の多様化を図っております。

また，最終的な原子炉の熱の逃がし場，いわゆる最終ヒートシンクの確保といたしまし
て，常設の海水ポンプが使用できない場合に，原子炉の熱を海に輸送する手段といたしま
して，移動式大容量ポンプ車による海水供給を行います。

次に，使用済燃料プール内の燃料の損傷防止として，使用済燃料ピット補給用水中ポン
プにより，水を補給できるよう冷却手段の多様化を図りました。

更に，大量の使用済燃料ピット水の漏えい対策といたしまして，可搬型ディーゼル注入
ポンプ，可搬型電動低圧注入ポンプによるスプレイを行います。

また，重大事故時におきましても，使用済燃料ピット水位や温度，プールの状態を監視
するための計器やカメラを設置いたしました。

16ページを御覧ください。次に，格納容器破損防止と放射性物質の拡散抑制についてで
ございます。

格納容器内雰囲気の冷却，減圧，それから放射性物質の低減の要求に対しまして，発電
所では，多重に備えている常設設備が使用できない場合，格納容器内の冷却手段といたし
まして，常設電動注入ポンプ，可搬型ディーゼル注入ポンプなどにより冷却手段の多様化
を図りました。

格納容器の過圧破損防止の要求については，常設の海水ポンプが使用できない場合に，
移動式大容量ポンプ車により，格納容器再循環ユニットへ海水を供給し，自然対流で格納
容器を冷却いたします。

格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却の要求につきましては，常設電動注入ポンプ等
により，格納容器スプレイによりまして格納容器下部へ注水を行い，冷却を行ないます。

格納容器内の水素爆発防止の要求につきましては，水素爆発を防止するための水素濃度
低減対策として，触媒で水素を水に変える静的触媒式水素再結合装置，水素を燃焼させる
電気式水素燃焼装置を設置しております。

ここまで御説明しましたとおり，原子炉や格納容器の冷却手段の多様化を図りまして，
格納容器が破損しないようにしております。しかし，それでも格納容器が破損した場合に
備えて，発電所外への放射性物質の拡散抑制として，放水砲により水を格納容器にかけて
放射性物質の拡散を抑制いたします。放水した水は，シルトフェンス，いわゆる水中カー
テンによりまして，海洋への拡散抑制を図ります。

17ページを御覧ください。次に，指揮所などのプラント管理機能などについてでござい
ます。

サポート機能としての電源の確保の要求につきましては，発電所では，交流電源供給手
段の多様化として，大容量空冷式発電機の遠隔起動による電力供給。それから，中容量発
電機及び高圧発電機などを用意しております。

直流電源につきましては，安全防護系用蓄電池及び重大事故等対処用蓄電池，それから
可搬型直流電源による24時間の電力供給を図りました。

サポート機能としての補給水の確保の要求につきましては，重大事故等の収束に必要と
なる水は，まずは，復水タンク，燃料取替用水タンクから供給いたします。更に発電所近
傍の池の淡水や海水を供給します。

緊急時対策所につきましては，重大事故時においても現地対策本部としての機能を維持
する設備の整備を要求されました。発電所では，重大事故等に対処するために必要な指揮
所，通信連絡及び情報の把握等の緊急時対策所機能を備えた，代替緊急時対策所を設置し，
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現在運用を行っているところでございます。
今後，さらなる安全性向上の取り組みといたしまして，緊急時対策要員がより一層確実

に重大事故等に対応できるよう，耐震構造の緊急時対策棟を新たに設置することとしてお
ります。

原子炉施設の大規模損壊につきましては，大規模な自然災害や航空機衝突，テロリズム
による原子炉施設の大規模損壊に対して必要な手順や体制，設備の整備が要求されました。

当社は，大規模損壊が発生した場合の手順書，体制を整備するとともに，可搬型設備が
使えなくならないよう，分散配置を行っております。

また，更なる安全性・信頼性向上への取り組みといたしまして，特定重大事故等対処施
設を，新たに設置することとしております。

18ページを御覧ください。ここからは，今，御説明しました内容の補足になりますけれ
ども，発電所の対応につきまして，もう少し詳しく御説明させていただきます。

まず地震についてでございます。
敷地内，それから敷地周辺・近傍の陸域，海域において，文献調査，ボーリング調査，

それから超音波探査等によりまして，詳細な調査を実施しております。その上で，発電所
は，活断層がない地盤に設置するとともに，発電所の地震の評価に使います基準地震動に
つきましては，一つは発電所の周辺，図の赤い線が活断層でございますが，これらに基づ
く地震の評価といたしまして，基準地震動540ガルを設定しております。

それから，活断層がはっきりしないものとして，過去の全国の地震で国が示した16地震
がございます。その中で，地域特性等を踏まえまして，2004年の北海道の留萌支庁南部地
震を反映いたしまして，新たに基準地震動620ガルを追加いたしました。

川内原子力発電所にある安全上重要な施設につきましては，これらの地震動による地震
力に対して，その安全機能が保持できることを評価しております。

19ページを御覧ください。津波についてでございます。
発生する可能性は極めて低いものの，安全側に琉球海溝におけるプレート間地震による

津波を考慮いたしまして，地盤沈下や潮位のばらつきを含めた想定される発電所の最大遡
上高さを，海抜約６ｍと評価いたしました。

発電所の主要設備の敷地高さは海抜13ｍにございますので，遡上波に対し，十分に余裕
があることを確認いたしました。

さらに，津波対策に万全を期すため，海抜約５ｍにある，安全上重要な設備である海水
ポンプの周囲に，海抜約15ｍの防護壁と海抜約８ｍの防護堤を設置いたしました。この防
護堤は，津波による漂流物対策も兼ねております。

また，引き波に伴う海面下降時においても，必要な海水を確保し，原子炉等を継続して
冷却できるよう，取水口前面に貯留堰を設置いたしました。

20ページを御覧ください。次は，火山についてでございます。
桜島などの39火山を調査いたしまして，発電所の運用期間中に想定される噴火規模など

から，火砕流などが発電所敷地内へ到達しないと評価をいたしております。
姶良カルデラ，阿蘇カルデラ等５つのカルデラ火山につきまして，過去の記録等を調査

し，発電所の運用期間中に破局的噴火が発生する可能性は極めて低いと評価をしておりま
す。

また，厳しめに火山灰が15ｃｍ堆積した場合でも，その荷重や腐食等に対しまして，安
全上重要な建屋や機器への影響がないことを評価しております。

更に，カルデラ火山の活動状況に変化が無いことを定期的にモニタリングし，その評価
結果を国に報告するとともに，公表をしております。

21ページを御覧ください。自然現象等についてでございます。
竜巻対策といたしまして，きびしめに最大風速100ｍ／秒での飛来物の衝突を防止でき

るよう，写真にありますように，安全上重要な屋外設備を防護するネットを設置いたして
おります。また，飛散防止のため，可搬型設備や屋外資機材を固縛しております。

発電所周辺の森林火災から発電所を守るため，右上の図の水色の部分ですけれども，発
電所を取り囲むように幅20ｍの防火帯を設置しております。また，火災対策といたしまし
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て，火災感知器，自動消火設備を追加設置するとともに，溢水対策として，自動で蒸気の
漏えいを止める設備を設置しております。

22ページを御覧ください。冷却手段の多様化についてでございます。
原子炉及び使用済燃料ピットにある燃料の損傷を防止するとともに，格納容器の破損を

防止するため，多重に備えている既設のポンプに加えまして，可搬型のポンプ等を配備し，
冷却手段の多様化を図るとともに，分散配置を行っております。マルＡからマルＤの記号
のポンプにつきましては，次ページ以降の系統図の中で出てまいります。

23ページを御覧ください。炉心損傷防止についてでございます。
事故時に燃料を冷却するために，多重に備えております既設の余熱除去ポンプなど，図

の真中あたりにございますけれども，これらが使用できない場合，マルＡの常設電動注入
ポンプで原子炉内に水を注入し，燃料を冷却いたします。その他にも，マルＢの可搬型電
動低圧注入ポンプ，マルＣの可搬型ディーゼル注入ポンプによる注入手段もございます。

また，こちらも多重に備えております海水ポンプが使用できない場合，マルＤの移動式
大容量ポンプ車で原子炉補機冷却設備へ海水を供給しまして，各モーター等を冷却してま
いります。

24ページを御覧ください。次に，使用済燃料ピットの冷却についてでございます。
こちらも既設の設備で使用済燃料ピット内の燃料を冷却できない場合は，使用済燃料ピ

ット補給用水中ポンプで水を注水いたします。
さらに，マルＢ可搬型電動低圧注入ポンプ，マルＣ可搬型ディーゼル注入ポンプでも水

を注水できるようにしています。
25ページを御覧ください。こちらは，格納容器の破損防止等についてでございます。
事故時に格納容器破損防止のため，多重に備えております既設の格納容器スプレイポン

プ，図の中程の上の部分でございますけれども，これが使用できない場合，マルＡの常設
電動注入ポンプによる格納容器スプレイにより，格納容器内の冷却を行います。

さらに，先程と同様，マルＢ，マルＣの可搬型設備で多様化を図っております。
海水ポンプが使用できない場合に，マルＤの移動式大容量ポンプ車で格納容器再循環ユ

ニットへ海水を供給いたしまして，格納容器の左側に書いてありますけれども，再循環ユ
ニットというのがございまして，そちらに海水を供給いたしまして，自然対流による格納
容器内の冷却を行います。

26ページを御覧ください。電源供給手段の多様化についてでございます。
発電所外から電気を供給できず，更に事故時に備えまして多重に用意しております非常

用ディーゼル発電機，こちらによっても電気が供給できない場合に備えまして，大容量空
冷式発電機や高圧発電機車を備えております。大容量空冷式発電機は，中央制御室から起
動できるようにしております。

また，直流電源につきましても，既設の蓄電池に加えまして，重大事故等対処用蓄電池
を設置するとともに，可搬型の直流電源設備も配備をいたしております。

27ページを御覧ください。代替緊急時対策所についてでございます。
重大事故等に対処するために必要な指揮命令，通信連絡及び情報の把握等の緊急時対策

所機能を備えた，耐震構造の代替緊急時対策所を設置し，現在運用を行っているところで
ございます。

28ページを御覧ください。訓練についてでございます。
勤務時間外や休日・夜間を含め１年を通じ，重大事故等に迅速かつ確実に対応できる，

一班52名の宿直体制を13班整備いたしまして，訓練及び力量管理を行い，ほぼ毎日，継続
的に訓練を行い，万全を期しているところでございます。 写真は，さまざまな訓練の状
況でございます。

次のページを御覧ください。29ページです。
こちらは４つ目の御質問でございます。安全性向上への継続的な取組みについてでござ

います。
委員の御質問，御発言は，「一層の安全性の向上を図る上では，自主的な安全性向上に

向けた継続的な取組みが重要であるので，当社の安全性向上への取り組みを紹介してほし
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い」ということでございました。
30ページを御覧ください。安全性向上に向けた基本的な考え方でございます。
当社は，福島第一のような事故は決して起こさないという固い決意のもと，「重大事故

を起こさない」，「仮に重大事故が起きても放射性物質から人を守る」という観点から，
ハード面及びソフト面の両面について，様々な安全対策の強化に取組んで参りました。

原子力発電所の安全性向上への取組みにあたっては，終わりがないことということを強
く自覚し，経営トップの強いリーダーシップのもと，徹底した安全対策を柔軟に実施する
ための体制強化を図り，更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め
て参ります。

31ページを御覧ください。当社では，原子力発電所の安全に関する組織全体の方向性を
示すものといたしまして，社長が「品質方針」というものを定めております。これに則り
原子力発電所の運営を行っております。

ここに記載した品質方針は，見直しを行い，本年６月１日に制定したものでございます
けれども，

１．原子力安全を最優先とする文化を醸成し続けます
２．自主的・継続的に安全性・信頼性を向上させます
３．原子力発電所のリスクマネジメントを確実に実施します
４．積極的な情報公開を行い説明責任を果たします
５．社内や協力会社との風通しの良い組織風土をつくります
このような品質方針のもとに，発電所を運営しております。
32ページを御覧ください。次に，原子力安全対策の強化といたしまして，ソフト及びハ

ード面から御説明させていただきます。
ソフト面の対策といたしまして，本店では，原子力事業における更なる安全の推進・強

化といたしまして，原子力発電本部や全社安全推進委員会を設置いたしました。原子力事
業に係るガバナンス・リスクマネジメントの強化といたしまして，原子力監査室の設置や
原子力リスクコミュニケーション会議を新設しております。発電所では，国の安全性向

上評価制度に基づく評価の実施，重大事故を想定した訓練などを行っています。
ハード面の取組みにつきましては，本店で，原子力防災の強化といたしまして，事故時

の対策本部となります原子力施設事態即応センターの設置，発電所の支援を行う後方支援
拠点を確保しております。発電所では，更なる安全性・信頼性向上への取組みといたしま
して，緊急時対策所の充実，特定重大事故等対処施設の設置，受電系統の増強などを行っ
ております。また，地震活動及び火山活動の観測体制の強化を行います。具体的な内容に
つきましては，次のページから御説明をさせていただきます。

33ページを御覧ください。まず，ソフト面の取組みといたしまして，更なる安全の推進
・強化，ガバナンス・リスクマネジメント機能の強化について御説明いたします。経営ト
ップによる迅速な判断，ガバナンス強化等のため，原子力関係の組織，会議体を社長直轄
の組織としています。まずは，規制対応に留まらず，自主的な安全対策を迅速かつ柔軟に
実施できるよう，原子力発電本部を設置しております。また，安全を最優先する風土・文
化を醸成すること等を目的にいたしまして，全社安全推進委員会を新設しております。そ
して，原子力発電本部の業務運営の監査を行うとともに，自主的安全性向上の働きかけを
行う組織といたしまして，原子力監査室を設置しております。また，社外有識者等で構成
いたします既存の原子力の業務運営に係る点検・助言委員会に加えまして，経営層による
原子力ガバナンス・リスクマネジメント機能を強化するため，経営層全員が参加する「原
子力リスクコミュニケーション会議」を新設しました。

34ページを御覧ください。次に，安全性向上評価制度に基づく評価の実施についてでご
ざいます。法律に基づきまして，定期検査終了毎にここにあります｢新知見を含む保安活
動調査｣｢安全裕度評価｣｢確率論的リスク評価｣等を行いまして，安全性に係る「総合的な
評価」を行います。この評価結果については，国に届出を行います。安全裕度評価という
のは，設計基準事象を超える事象の発生を仮定しまして，どの程度の地震や津波まで耐え
ることができるかを評価するものでございます。確率論的リスク評価とは，原子力施設等
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で発生する可能性のある様々な故障・異常及びその組合せを網羅的に分析しまして，定量
的にリスクを評価するものでございます。新規制基準を満足した上で，これらの調査・評
価の結果から，規制の枠にとどまらず，安全性向上に資する設備対策，安全性向上に資す
る運用面の対策を抽出し，安全対策を実施して参ります。

下の図に具体的なロードマップを記載しております。定期検査終了後６か月間で評価し
ますので，現在，川内１号機，２号機とも評価を行っておりまして，１号は本年７月に，
２号は９月に，評価結果を国に届け出ることとしています。とりまとめた安全対策は，運
転中や定期検査中に実施していきます。これらの安全性向上評価は定期検査ごとに繰り返
し実施し，継続的に発電所の安全性向上を図ってまいります。

次のページを御覧ください。35ページになります。次に，教育・訓練の充実でございま
す。重大事故等が発生した場合でも，定められた時間内に，重大事故等対応要員が適切に
対応出来るよう，様々な重大事故の流れを想定しまして，対応能力の習得・向上，成立性
に係る各種訓練を継続的に実施し，日々対応能力の更なるレベルアップに努めております。
現場対応等を模擬いたしました机上訓練といたしまして，重大事故を模擬した流れにもと
づき現場主体の作業・操作について，机上訓練を実施しております。現場訓練といたしま
して，重大事故を模擬して班単位で定められた時間内に作業が完了できるよう，現場訓練
を実施しております。また，発電所内の訓練センターにあるシミュレータを用いた訓練で
は，重大事故を模擬した流れにもとづき，中央制御室主体の操作について訓練を実施して
おります。関係会社も含めた訓練者同士で意見交換をいたしまして，日々の訓練を通じて
気づいた，操作・設備の改善につきましては，さまざまな工夫をして反映をしていってお
ります。

36ページを御覧ください。ここからは，ハード面の取組みを御説明いたします。更なる
安全性・信頼性向上への取組みでございます。現在，代替緊急時対策所を運転中でござい
ますが，更なる安全性・信頼性向上への取組みといたしまして緊急時対策所を整備するも
のです。当初，緊急時対策所については免震重要棟内に設置することとしておりました。
免震重要棟は，原子力施設に要求される厳しい設計条件に対しまして，既設の免震装置を
用いて免震重要棟を設置することは現時点では困難であることから，耐震構造の緊急時対
策棟を設置することといたしました。新たに設置する大型の耐震構造の緊急時対策棟は，
緊急時対策要員がより一層確実に重大事故等に対処できるよう，赤枠の点線で囲んだ緊急
時対策機能を現在の200㎡から約820㎡と要員の収容スペースを拡大させます。また，会議
室や医務室，休憩室の整備等の支援機能を充実させます。この緊急時対策所につきまして
は，平成29年２月８日に国から，原子炉設置変更許可を頂き，現在，詳細設計を行ってお
り，準備が出来次第，国へ申請を行う予定でございます。

次のページを御覧ください。次に，特定重大事故等対処施設の設置でございます。テロ
リズムによりまして，原子炉を冷却する機能が喪失し炉心が著しく損傷，破損した場合に
備えまして，格納容器の破損を防止するための機能を有する特定重大事故等対処施設を設
置しております。図の番号は，対策の優先順位を示しております。１番目に原子炉へ注水
し冷やす，２番目に格納容器へのスプレイにより冷却・減圧する，３番目にフィルタベン
トを介した格納容器外への大気放出の順でございます。この特定重大事故等対処施設は，
法律で設置期限が決められておりまして，川内１号機が平成32年３月，川内２号機が平成
32年５月となっています。この対処施設につきましては，本年４月５日に，国から設置変
更許可を頂き，５月24日に，１号機側の一部について詳細設計である工事計画認可申請を
行ったところでございます。現在，残りの詳細設計を行っており，準備が出来次第，国へ
申請を行う予定でございます。

38ページを御覧ください。次に，受電系統の変更についてでございます。下の図の左側
の赤い線で表しておりますけれども，現在，外部から発電所への送電は50万ボルト２回線
と22万ボルト１回線が接続しております。今後，外部電源の更なる信頼性向上を図るため，
所外から受電する回線数を，現行の３回線から６回線に増強するとともに，受電設備を高
台に移設し更新を行います。この受電系統の変更につきましては，今年の２月８日に国か
ら，原子炉設置変更許可を頂き，現在詳細設計を行っており，準備が出来次第国へ申請を
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行う予定でございます。
次のページを御覧ください。次に，鹿児島県知事の御要請でもございます，地震活動の

観測体制の強化等についてでございます。敷地周辺の地震活動状況及び火山活動状況をよ
り高い精度で把握するため観測点を増設し，観測体制を強化いたします。地震観測につき
ましては，敷地周辺30km範囲を中心に観測点を現状の19箇所から31箇所に増やして参りま
す。６月末から設置工事に着手し，本年度中に完了させる予定でございます。また，火山
モニタリングにつきましては，衛星測位システムによるＧＮＳＳ観測点を当社で竹島，黒
島，鹿児島市内の３箇所に設置いたしまして，国土地理院の観測点とあわせてモニタリン
グを行っております。

40ページを御覧ください。最後にまとめでございます。当社は，更なる安全性向上に向
けハード・ソフト両面から各種対策を実施しているところでございますが，これに留まる
ことなく，今後とも，原子力発電所の更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ
継続的に進めてまいります。今後とも，県民の皆様に安心していただけるよう，川内原子
力発電所の運営に努めて参ります。ありがとうございました。

（宮町座長）
丁寧な説明，どうもありがとうございました。今回，その回答が，１から４までの幅広

くなっていますので，できるだけまとめて行いたいと思います。
まずは，１番の重大事故時対応における所内の通信手段についてという項目についてで

すね。何か御質問や御意見があれば，まずこの１番の問題についてお願いします。

（塚田委員）
説明，どうもありがとうございました。通信手段（ハードの面）については，前回訓練

も見させていただきましたし，今回の説明も非常によくわかりました。ただ，複数の通信
手段を使った時に，内容の不一致が起こらないように，充実した訓練を今後も実施できる
ようにお願いしたいと思います。以上です。

福島大学の塚田といいます。

（宮町座長）
申し訳ありませんけども，傍聴席のほうからの発言はおそらく認められてないはずです

ので，今後，そのような対応をしないよう，御協力を傍聴者の方もお願い致します。その
他に，この１について何か追加の御質問や御意見，ございませんか。

僕のほうからちょっといいですかね。通常時の通信連絡とかは，いいんですけれども，
重大事故時の通信連絡，例えば５ページで保安電話及びページング装置等が使用できない
場合という項目がございますけれども，これはどのくらいのシビアアクシデントの時に実
際に起こるというふうに想定されているんでしょうかね。要は，その保安電話及びページ
ング装置等が機能しなくなるから，こういう２つ目の状況を想定されていると思うんです
けれども，これは原子力発電所にとって，どの程度の被害なのかというのが，素人の僕に
は，ちょっと分からないんですね。

（九州電力）
九州電力でございます。基本的に保安電話という，いわゆる社内の通信設備が使用でき

ないというのは，設計の段階では考えられないといいますか，そういうことは発電所では，
あってはならないという基で設計を致します。ですから保安電話も全社で運用している回
線でございますので，非常に重要なラインでございます。

ですけれども，やはりいろんなところに保安電話といいますのは繋がりますので，一般
の道路も通りますので，そういう意味では無線とかそういうものも準備とかしておく必要
があるということでございまして，所内ではですね，いわゆる常設の所内のページングと
いうのは，非常にしっかりしたものでございますので，いわゆるどの事故というよりも，
どの事故でもですね，健全であって欲しいという設計でやっております。



- 11 -

（宮町座長）
はい，分かりました。ありがとうございます。その他何かございますか。ないようでし

たら，次２番の大きな地震の繰り返しに対する格納容器の安全性という項目について，移
りたいと思います。何か御質問や御意見，ございますでしょうか。

（山内委員）
この質問は今日欠席しておられる佐藤委員から提出されたものと聞いています。佐藤委員

からかなりの量の質問が出ていますので，これに関する質疑は次回にまわしてはどうでしょ
うか。

（宮町座長）
はい，分かりました。では，この項目の質問者が今日御欠席されているので，次回の委

員会ですね，その時にでももう一度確認するということにしたいと思います。
それでは，３番目福島第一事故を踏まえた安全対策についてという項目に関して，御意

見御質問を。

（浅野委員）
鹿児島大学の浅野です。19ページの津波対策のところでございますが，ここで想定され

る発電所の最大遡上高さは，海抜６ｍ，これはおそらく九州電力で計算されたものだと思
うんですが，ただ，遡上高というのは建物の形とかですね，ぶち当たって飛び上がるとこ
ろまで計算していますので，メッシュ幅のとり方でも相当違ってくるわけなんですが，こ
れは主要なところには，到達しなかったというようなことが書いてありますが，だいたい
一番大きな遡上高になるのは，19ページの下の写真でいうと，どのあたりになるんでしょ
うか。

（九州電力）
九州電力土木建築本部の赤司でございます。今の御質問の件，かなり細かいメッシュを切

って，検討はしているんですけども，結果，そんなに敷地に遡上してくるような結果にはな
らなかったんですが，結果がどうなったか，この19ページの下の絵で御覧いただきますと，
この海岸線に沿ってかなり均質に，そんなに地形の凸凹等ございませんので，同じようなレベ
ル間で到達するんですが，中でも，「海水ポンプエリア」の文字で隠れてしまってるんですけど
も，この写真でいきますと左下のほうのあたりで，若干高めにいってるというような計算結果と
なってございました。計算結果としまして，遡上高さは，６ｍとなっておりますけども，計算
結果としては，5.5ｍ程度の計算結果となっておりまして，それに余裕をみまして，設計上６
ｍという遡上高さを設定しているものでございます。

（浅野委員）
わかりました。それからいろんな防護壁，防護堤，貯留堰ですか，こういった構造物があり

ますが，これは地震に対しては，安全上，重要な施設ということで，そういった耐震レベルで設
計されているわけでしょうか。

（九州電力）
今御指摘いただいたとおりでございまして，これらの構造物，いずれも，基準地震動Ｓ

ｓに対して十分耐えられる機能を有しているということを確認してございます。

（浅野委員）
津波に関してはですね，全国レベルでみますと，必ずしもこの辺りはですね，マークさ

れてないんですね。例えば南海トラフとか，四国或いは和歌山県，それから三陸なんかに
比べるとマークされてないんですけれども，発生可能性についてはなかなか分からないこ
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とでして，例えば熊本地震に先立ちまして，５か月前に枕崎沖で，マグニチュード7.0と
いうのがありましたし，それが熊本地震と関連しているというようなことを指摘される専
門家もいらっしゃるので，全国的危険地帯と比較しては，それほど危険度が高いというこ
とではないということだけであってですね，やはり継続して，地震の研究と一緒にですね，
注意していただきたいと思っています。

（宮町座長）
その他ありませんか。

（古田委員）
古田ですけど，ちょっと教えてください。15ページの「原子炉緊急停止失敗の場合の対

策」なんですが，原子炉緊急停止失敗で蒸気タービンを自動停止させる信号等の発信回路
の設置なんですが，これを，原子炉トリップしたら蒸気タービントリップさせる信号を発
信させるというのは，前からそうなってませんでしたか。

それと，タービントリップしたところで，反応度コントロールそんなに本質的に効かな
いと思うんですけれども，これはどういうことを言っているのかわからないんですけれど
も。

（九州電力）
九州電力の岡野でございます。これは，原子炉がトリップしない状態のときに，原子炉

を止める方法をバックアップで付けたというものでございます。従って，原子炉はまだト
リップしておりません。蒸気タービンをトリップさせることによりまして，原子炉の中の
温度を上げます。原子炉は固有の安全性を有しておりまして，温度が上がると出力が落ち
るという固有の安全性を活用いたしまして，タービンをトリップすることにより，缶詰状
態にして原子炉側の温度を少し上げます。上がっていくことによって原子力の出力が落ち
ていくと，そういうものでございます。

（守田委員）
九州大学の守田と申します。福島事故の視点から整理された資料で丁寧に説明していた

だきましてありがとうございました。１つ質問があるのですが，福島の事故では同一敷地
内に６基という多数基を要する原子力発電所で，そのことが事故の対応を非常に困難にし
たり，あるいは事故の拡大に影響したということが指摘されています。川内原子力発電所
は６基に比べれば２基ということで少ないのですが，当然同時に２基共被災する，あるい
は１つ目のプラントの事故が隣接プラントに拡大するそういった事態も想定されるべきで
すが，今日の御説明の中では特に多数基の立地という視点からの御説明はなかったように
思います。そういった視点でみた場合，どういったような想定をするのか，それへの安全
対策の対応はどういったものになるのか，体制そして訓練はどのようにお考えになってい
るのか，そういった福島事故の多数基立地ということを踏まえた安全対策について，少し
補足の説明をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

（九州電力）
九州電力川内原子力発電所の保全計画担当次長をしております柿山と申します。１，２

号の同時被災ということは，十分考えられることで，まずは追加の設備関係について可搬
型のポンプ，電源車など，１，２号それぞれ対応できる台数を備えております。設備的に
しっかり同時被災が起きても対応できるようにしております。また体制の方ですが，52名
体制を常時とっているということを前から説明してございますが，その体制の中には１，
２号同時被災しても，対応できる体制の要員になっております。また，毎年，訓練をやっ
てございますがその想定においても１，２号が同時被災して事故が進展していく想定の下，
対応訓練をやってございますので，１，２号が同時被災しても十分に事故収束にあたれる
と考えてございます。以上でございます。
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（山内委員）
専門委員会の主旨が，定期検査と特別点検の報告であったにもかかわらず前回，我々か

ら原発の新規制に対する対応および福島第一事故に対する安全対策について質問したとこ
ろ，今回の回答をいただき高く評価するものです。私の質問は，この中の運転のマニュア
ルに関するものです。

私は，新潟県の技術委員会で，福島第一事故の組織面の問題について検証をしておりま
すが，福島第一原発では，３月11日の地震発生後，兆候ベースのマニュアルにしたがって
対応をしていたところ，津波被災後の過酷事故に対しては対応マニュアルが整備されてい
なかったという問題点が明らかになっております。なぜならば当時の日本の原子炉規制基
準では過酷事故自体を想定していなかったために，全電源喪失時のマニュアルが整備され
ていなかったのです。

今回，様々な訓練がなされていることを伺ったわけですが，原子炉運転マニュアルの整
備はどうなっているのか。とくに事故時のマニュアルについて，それは当然ながら従来準
備されていなかったシビア・アクシデントに対する手順を含んでいなければならないわけ
で，新たに書き起こされなければならないわけです。中央操作室の当直者の運転マニュア
ルについて，どうなっているのか，平常時の運転マニュアルから，過酷事故時のマニュア
ルに迅速に移行できるのか，さらにシビア・アクシデントの兆候あるいはその技術的な指
標に基づいて，適切に10条，15条の通報が発令されるのか，事故時マニュアルの記述と周
辺自治体の連絡など，実際には多くの部分が今後の課題として残っているのではないかと
思う訳です。

先ほどの津波の発電所敷地に対する遡上につきましても，「細かいメッシュを作って検
証済」ということでしたが，メッシュの解析結果を本委員会のご専門の方と協議検討でき
ないか。運転マニュアルや，津波シミュレーションにつきまして，私はここで直ちに対応
を求めるものではありませんが，今回の説明を出発点として，継続的に討議を深めていく
必要があるのではないか。それが知事の御要望と本委員会に対する付託に応ずることにな
るのではないかと思います。

（宮町座長）
その他，この項目に関する御質問はございませんか。そしたら私の方から。先ほど浅野委

員の方から指摘がありましたけれども，19ページの津波ですね，これはシミュレーションで
津波の計算をするのはわかるんですけれども，その根本となるプレート間地震ですね，がど
の程度の断層規模というか，ズレですね。要は，津波なので，震源で仮定している断層のズ
レをどのくらい想定したものなのか，いくらでもそれはできるわけで，おそらく東北地方太
平洋沖地震の同程度の差異のズレを想定して計算されているとは思うんですけれども，その
へんだけちょっと確認したいんですけれども。

（九州電力）
九州電力土木建築本部の赤司でございます。この19ページの津波，想定している領域につ

きましては，この上側の図にありますとおり，琉球海溝，これの北部から中部にかけての非常に
広い領域が全体一気にずれるということで，モーメントマグニチュード9.1という領域を想定し
ているものでございます。

このずれの量の想定にあたりましては，今，座長から御指摘いただきましたとおり，東北
地方，太平洋沖地震の知見を参考にしながら，最も大きくなるようなずれ量を考えているも
のでございまして，ずれの量につきましては，平均で15ｍ程度のずれで，それがもっと大き
くなる場合，特に海面に近いところで，より滑りが大きくなる，要はより津波が大きくなると
いうような場合が想定できるようなモデル感を行ったうえで，計算を行っているものでございま
す。

（宮町座長）
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はい。分かりました。どうもありがとうございました。ただ余計なことかもしれませんけ
れども，川内の原発においては，この程度の津波遡上高で収まる訳ですけれども，ここは原
子力の専門委員会ですから，川内のことだけを考えればいいのかもしれませんけれども，ぜ
ひこの計算結果を鹿児島県の方の離島域においては，大変な津波になることは想定される訳
ですね，今，県の防災会議でマグニチュード８クラスの地震が想定されて津波の程度も公表
されてますけれども，もしも問題なければ，今後，単に川内原発だけでなくて，このシミュレー
ションというのは１つの知見になりますので，マグニチュード９クラスの県の防災会議の方で
は，これのシミュレーションはやっていないはずですね。ですから１つの参考資料として九
州電力さんとして問題なければ，公表するなり，データを提供していただければ幸いだと思
います。強制するつもりはありませんけども，ぜひ御検討ください。

（九州電力）
九州電力土木建築本部の赤司でございます。当社の検討結果につきましては，今回の新

規制基準適合性審査の中で，モデル，それによってどういった結果として発電所にどうい
った津波が到達するのか，全て公開させていただいております。それが鹿児島県の全域に
おいてどういった高さになるのかということも，容易に表示することはできますので，そ
の辺は情報として提供させていただければと考えます。

（宮町座長）
はい，ありがとうございます。それともう１つあるのですけれども20ページですね，20ペ

ージの１番最初の項目に，火山を調査して発電所運用期間中に想定される噴火規模という形
で説明していますけれども，運用期間というのはどの期間を指しているのか。最近，何かを改
修すると20年延長できますというお話とか，他の発電所の話も出ていますけれども，これは
何年後を想定しているんですか。

（九州電力）
九州電力土木建築本部の赤司でございます。この運用期間という定義につきまして，特

に火山に関するところで登場します運用期間の定義につきましては，新規制基準の中の火
山影響評価ガイドの中に定義がございまして，原子力発電所に核燃料物質が存在する期間
とされています。存在する期間というのは，発電所が運転を開始し，更に停止し，それか
ら運び出すまでの期間という定義になりますので，それがどれくらいかと申しますと，今
度は原子炉等規制法になりますが，原子炉等規制法では原則として使用前検査に合格して
からの期間を運転できる期間と定義されておりまして，それが原子炉等規制法の定めで40
年，更に一定の基準を満たし，認可された場合は更に20年ということで運転の期間が原子
炉等規制法で最大で60年という定義になっております。更に運転を終えて，その後運び出
すまでどの位の期間なのか，これは法律の方で定めがあるものではございませんが，通常
我々の想定している期間としては20年から30年位，廃炉が終わるまでかかるのではないか
と。当然それより前に燃料は運び出しますので20年から30年の間に運び出すと。期間の定
義としてはそのようになります。

（宮町座長）
はい，分かりました。それと同じページのもう一つ，最後の項目で，火山灰が降った場

合，15cm堆積という，この15cmというのはどこから根拠が出てきたのかという。

（九州電力）
九州電力土木建築本部の赤司でございます。この15cmにつきましては，大きくは文献調

査を元にした火山灰総和。それから火山灰のシミュレーションの計算による結果，この大
きく２つに基づいておりまして，対象といたしましては，まさに桜島の噴火につきまして，
今から12,800年ほど前の桜島薩摩という噴火を対象といたしまして，文献では，同心円状
に調査結果としての火山灰堆積総和が出ているんですけども，それが発電所に一番近いと
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ころ，それでも距離はあるんですけども，12.5cmという文献での表示がございます。さら
にシミュレーションといたしましては，桜島薩摩噴火につきまして，偏西風の影響が最も
小さく，すなわち発電所に火山灰が飛んできやすくなる８月の風の条件で計算を行いまし
て，その結果，12cmという結果になりまして，その12cmと12.5cm，これを安全側に切り上
げまして，15㎝ということで設計上想定する火山灰総和を設定しているものでございます。

（宮町座長）
はい，分かりました。ありがとうございます。

（浅野委員）
あの，桜島の噴火の12,000年前と言われますが，大正噴火について，そんな大昔の稀な

ものじゃないと私は思うんですけども，この時30㎝くらい，鹿屋で積もりました。15cmの
灰の堆積というのは，確かに桜島と川内は少し離れていますけども，風向きによっては，
数百年くらいの頻度の大きいようなものでも，あり得るかなという気がしています。

（九州電力）
九州電力土木建築本部の赤司でございます。ご指摘の通り，大正時代，桜島大正噴火も

非常に規模の大きいものでございまして，それで想定するとどうなるのかというと，相対
的な比較はして，検討しております。結果として，文献ベースの知見ではございますけど
も，桜島薩摩噴火による想定をしたほうが，より敷地での火山灰総和の想定が大きくなる
ということで，この噴火を対象として評価をしたというものでございます。

（宮町座長）
あとひとつ，25ページとかで，いろいろな23，24，25という，いろいろな設備とか耐性

とかそういうのが，非常に，シビアアクシデントを対象にしてひかれているというのは，
説明されてある程度理解は，専門外ですけども理解はしてるんですけども，一番重要なの
は，誰が判断する，どのタイミングで判断するかということだと思うんですよ。なんぼ準
備が出来てても，判断する人間がですね，福島の時みたく，現場と東京電力の本社と国の
指揮所，三つ巴で物事がたらいまわしになって，判断できないという状況で，なんぼ準備
をされてても，それは動かなければ多分宝の持ち腐れになると思うんですね。九州電力と
しては，おそらく国の判断っていうものが重要なポジションになるので，なかなか独自の
判断というのは難しいかとは思うんですけども，実際のところ，現場での作業或いは施設
については十分説明されたんですけど，その上の段階っていうのは，どんなことになるん
ですかね。

（九州電力）
九州電力の山元でございます。まさに，重大事故の時には，非常に先がわからない。福

島の時にも，まさにそうでございましたけども，そういうことから，体制の整備がされま
して，もちろん発電所では，所長以下で判断をしますが，本店では，本店の即応センター
というのを設けまして，原子力関係，或いは資材関係の支援も含めて，社長以下で集まっ
ております。それから東京には，東京の本部が規制庁にできまして，体制ができてそこに
も専門家がいる。一番大事なのは，そういう時に，的確に今の発電所の状況をしっかり，
どういう状況にある，或いは今後どういうふうに展開をするだろうという予想をして，そ
の判断，ひとつひとつ次の手を打っていくというのが大切だと思います。結果として国か
ら，或いは本店から発電所の所長に連絡をして，然るべき対応をとる，或いは手が足らな
いときには，当社の玄海もありますが，他電力からも応援をもらったり，派遣をもらった
りすることがございます。それから，住民の皆さまへの情報，地方自治体，鹿児島県さん
にきっちり情報を入れないと，住民避難の問題がありますので，これにつきましては，国
のほうで自治体のほうに情報を的確に出されているということになって，訓練をされてお
ります。ということで，事業者としましては，やはり事態の収束のために，きっちり発電
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所の中の情報の共有と，それと，それらの情報を専門家のほうにお伝えすること，それと
避難のためには，また発電所の状況を，事故の収束もありますが，今の状況も国にしっか
りお伝えすること，或いは自治体も的確に連絡することだと思っております。その訓練を
やっております。以上でございます。

（山内委員）
ありがとうございます。本日はたくさんの課題がありますので，この問題にあまりこだ

わることはできないと思いますが，重大事故に関しまして福島の教訓から学ぶならば，所
長を中心とする現場の対応を本店が如何に支援するのかが重要であるのは言を俟ちませ
ん。東電の対応を伺いますと，福島第一の吉田所長，福島第二の増田所長に権限を委任し
ており，東京の本店の役割は，むしろ国の不要な干渉をできるだけ遮ることにあったのか
も知れません。先ほど守田委員からお話がありましたように，所長が複数の原子炉を統括
して監督することになると，問題の焦点を見誤ることも考えられます。実際に福島第一の
場合は，当初２号機に問題があるということで，吉田所長は２号機の対応に集中しており
ましたが，実際には１号機が３月11日の早い段階で炉心溶融を起こしていたことが後から
わかったということが判明しております。その場合に資料の36ページの緊急対策棟で，ど
のように号機毎の中央制御室との連携をとりながら，所長が的確に指揮命令できるのかと
いうことになります。現在の代替緊急時対策室は，御報告のなかでありましたように，棟
の規模が小さいために，号機の権限を適切に分掌し，かつ所長が重要な判断を下す，とい
うことができない可能性があるということから，別途，緊急時対策棟を御建設になってい
るのだろうと理解しております。またそれが免震重要棟であるということは，必ずしも重
要ではない，という御判断があると思うわけですが，いずれにしましてもこれは現在建設
途中のものであります。もう一点を加えるならば，38ページの受電系統の変更，従来の系
統数を２倍にするというのは極めて重要な改修になろうかと思います。福島第一の場合は，
夜ノ森線が地震で倒壊し，これが全電源喪失の契機となり，そこから破綻が連鎖的に始ま
ったということです。福島第一の教訓から学ぶ対応として極めて重要なものだと思います。
これも変更許可を出したところだと先ほど伺いましたので，現在進行中の改修ではないか
と思います。このように継続的に改修の進行状況や追加の対策について教えていただくこ
とが重要ではないかと判断いたします。

（宮町座長）
それでは次，今少し関係することの御意見がでましたけれども，４項目，最後ですね，

「安全性向上への継続的な取り組みについて」何か御意見・御質問お願いします。

（浅野委員）
鹿児島大学の浅野です。先ほど山内委員からも言われました36ページの緊急時対策所の

件でございますが，これにつきましては，施設の耐震性というのを，同時に居住性と言い
ますか，地震の時に非常に揺れが大きいと。その両立というのが非常に重要なことだと思
いますが，なんか一方的にその耐震性だけについてのお話で耐震棟にするというようなか
たちになっているような，この資料を見る限りは，そういうふうに思いました。

これにつきましては，佐藤委員のほうから，免震重要棟の取り扱いについて質問が出て
ますので，次回佐藤委員が出席された時に説明されると思います。ただ経緯がありまして
「自主的な取組みとして，川内原発で免震重要棟を作ります」ということを宣言されてい
るわけですよね。あの2011年の大震災以後の１年後，2012年の７月に「川内原発は免震棟
で設置します」ということを公表されておりまして，そのあたりは「非常に積極的だな」
ということで，評価していたわけですが，それが2015年８月の１号機の再稼動にもつなが
って，それがプラスになっています。ですから，これはその2012年から2015年まで一貫し
て「免震重要棟を作ります」ということは約束と受け取った方が非常に多いと思うのです
が，それが，再稼動後の2015年12月に，耐震構造に変更するということで，設置許可申請
を出したということで，文書としては，去年の９月ですかね。私が入手したのでは，耐震
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棟にかわったという判断を，説明は公式にはなかったと思うのですが，それはあの，その
ちょっと再稼動前までは，免震重要棟でいくのに，急変したような印象を受けました。

それについて，例えば地震に対する，その本当にその耐震でないと，免震では免震装置
が線形限界を超えるというような説明を受けましたけども，そのあたりの説明資料がほと
んど出ておりませんので，どう判断していいのかわかりません。それから，線形限界を超
えるというのは，最近は塑性設計という考え方もあるので，それが困ったことになるかど
うかわからない。そのへん詳細がわかりませんので，判断がつきません。

それから，このあたりも2015年12月にかわったのですが，そういったことをサポートす
るような第三者の研究機関のそういう論文とかですね，「免震装置は大きな揺れでは，駄
目であるということ」が，土木工学とかあるいは建築工学とかの分野で，そういうことが
議論を連ねてはっきりしたと，その時点で。そういうような論文があればお見せいただき
たいと思います。次回，よろしくお願いします。

（宮町座長）
九州電力さん，よろしいでしょうか。あの，おそらく他のもっと詳細なデータを報道で

はですね，具体的な数値，我々理系の人間は数値を見ないと中々満足しないところがある
ので，よければ次回の委員会でですね，詳しくご説明頂けると幸いなんですけれども。

（九州電力）
はい，九州電力山元でございます。今浅野先生が言われましたように，当社は免震から

耐震に途中で免震を作ると約束しながら，途中で耐震に変更しました。その経緯につきま
してはですね，まさに御指摘のとおりの経緯をしましたけれども，当社としましてはです
ね，非常に恥ずかしい話ではありますが，もうちょっときっちり県民の皆様にも御説明し
ながら，どうしてそういうふうに耐震にしたのかというのをお話しすればよかったと思っ
ております。そういう意味で今言われました経緯を含めまして，次回に分かり易くどうい
うふうにして耐震に変えて，国の審査をクリアしたかというのを御説明させて頂きたいと
思っております。

（宮町座長）
ぜひよろしくお願いします。その他この項目に関して。

（古田委員）
古田ですけども，２点ございまして，33ページに組織図がありますが，原子力発電本部を

設けたということなんですが，これは原子力発電業務全般を見る組織ですね。それで，原子
力の安全管理に関して，安全に関する業務のヘッドクオーターというか，司令塔というのは
多分この下とか下部，本店所掌の中にあると思うんですが，それがどうなっている，どこが
面倒見ているのでしょうかということと，それからその組織はちゃんと他の部署からの独立性
が保たれるようになっているんでしょうかというのが１点です。
それからもう一つは，シミュレータ訓練やられているということですが，九電さん，フル

スコープシミュレータは自社でお持ちなんですね。

（九州電力）
はい。

（古田委員）
それは川内にあるんですか。

（九州電力）
はい。
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（古田委員）
玄海と共用ではないのですか。

（九州電力）
玄海にもあります。

（古田委員）
玄海にもある。分かりました。
じゃ，１点目に対してお願いします。

（九州電力）
九州電力の岡野でございます。原子力発電本部を設置したと御説明しましたけれども，

社長直轄の原子力発電本部になったということでございます。その中で安全を誰が見てい
るかということでございますが，発電本部の中に安全品質保証部門というのがございまし
て，私がそこの長として，発電所も含めて全体の安全を統括しているということでござい
ます。

（宮町座長）
あの，古田委員はその時にもう１つ聞いてて，安全管理部門がですね，どれだけ独立性

が保たれているのか，社内的に。要は社長の直轄であっても，社長がそれは目をつむれと
言ったら目をつむってしまうのであれば，全然関係ない話になるので，その点はどうなっ
ているんですかね。

（九州電力）
九州電力の岡野です。原子力発電本部の中では，私が安全を推進させる立場で推進をして

おりますけども，発電所の業務を含めてすべてを含めて，すみません33ページを御覧くださ
い，原子力発電本部の保安活動すべてを一番下の一番左側にあります原子力監査室，完全に
独立した組織が適切な保安活動を行っているということを監督している監視している，そう
いう組織を別途用意しております。

（古田委員）
ちょっと今の独立性に関して追加の質問させていただくと，部署としてはそういうところ

があると思うんですが，ちゃんと独立性が保てるための，ひとつの，何というか，よくやる手
としては，取締役会メンバーの誰かが，チーフリスクオフィサーみたいな形で，よく副社長の誰
か，そういうのやりますけども，そういうのはどうなってるんですか。

（九州電力）
九州電力の岡野です。最初に御説明しましたように，品質マネジメントシステムという

もので，保安活動全てを管理しておりまして，品質マネジメントシステムの管理責任者を
社長が指名することになっております。で，発電本部に１人，管理責任者を指名し，原子
力監査室に１名，社長の代わりに働きをする管理責任者を指名しております。それぞれ独
立に，社長が指名した人間が，それぞれの役割を果たしているということでございます。

（九州電力）
山元でございますが，もうひとつは，この33ページにございますが，原子力部門の活動

をみている社内として，社長，それから経営者，私も含めてですが，横ぐしを入れる，こ
こにありますように，経営会議もありますが，やはり今，非常に，今年の１月から新設し
ました「原子力リスクコミュニケーション会議」というところにですね，全役員が入りま
して，社長以下，原子力の問題，どういう状況にあるというのを原子力発電本部，あるい
は原子力監査室の報告を聞きながら，判断・評価をしております。
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また，社外は，社外の有識者で構成されます「原子力の業務運営に係る点検・助言委員
会」，これは原子力以外の部門が事務局でやっておりますが，こういうところでですね，
社内で原子力の，いわゆる安全活動がしっかり行われているかどうかをチェックして，運
営しているところでございます。

（宮町座長）
あと何かございますか。

（守田委員）
九州大学の守田と申します。４番目の「安全性向上の継続的な取り組み」につきまして

は，定期検査や特別点検の内容を超えて，丁寧に御説明をいただき，ありがとうございま
した。最初の31ページのところにある「品質方針」として，５つの方針を示されてござい
ますが，３番目の「原子力発電所のリスクマネジメントの確実な実施」というところが，
一つの重要なポイントかというふうに個人的には思います。

それに関連いたしまして，34ページのところに，安全性向上評価を実施するということ
で，１から４つの評価項目が挙げられてございます。この結果に基づいて，今後，設備対
策，運用面の対策をして，より安全性を向上していくということについて説明がございま
した。

この中で，確率論的リスク評価（ＰＲＡ）が，１つのポイントになると思いますが，安
全設備対策とか運用面での対策をする上で，ＰＲＡの結果をどう活用していくのかが，効
率的に安全性を向上していく上で非常に重要かと思います。

ＰＲＡの結果は，当然，国が示す安全に対する性能目標である，炉心損傷の頻度，格納
容器の破損確率，そしてセシウム137の放出量が100テラベクレルを超えるような事故の確
率，こういった国が示す性能目標にしっかりと適合しているということを確認するだけで
はなくて，ＰＲＡの結果に基づいてさらなる安全対策を実施することが，今後，重要にな
ってくるかと思います。

先ほど，７月と９月に安全性向上の評価の届出をされるという御説明がございましたが，
ぜひこの委員会の中でも，どういったような安全性向上評価の結果が得られて，それをど
のように設備対策や運用面の対策に反映しようと九州電力さんがお考えなのか，あるいは，
ＰＲＡの結果の中で，国が示している安全性能を満足するだけではなくて，例えば，格納
容器のバイパス事象のように，非常に低頻度だけども，大量の放射性物質を環境中に放出
するような事象が，結果の中に出てくると思いますが，そういった事象に対してどのよう
な考え方をされるのか，ぜひ，この委員会の中でも議論をしていただくようにしてもらえ
ればと思います。

（宮町座長）
ぜひこの委員会で取り上げて。九州電力さんの御協力のうえでですね，取り上げていき

たいと思います。その他，何かございますか。そろそろ意見が出尽くしたかと思いますけ
ども，今回，委員の中で４名の委員が欠席されています。それぞれ用事があり，緊急の用
件が発生して来れなかったわけですけども，そのうち１名の委員から，前回の回答に対し
ての意見等は既にもらっていまして，その委員のほうも「今後も検討するということで，
今回の九州電力の回答は了解した」ということを頂いています。また，他の３人の委員の
方々には，当然説明資料は既に配布して，御意見を頂いて「問題なし」というようなこと
で受け取っています。

それでは，他に御意見がないようですから，川内原子力発電所の２号機の点検結果です
ね。結果について，委員会としての意見をまとめたいと思います。

まずは２号機の特別点検ですね。これは熊本地震に対してどういう影響があったのかと
いうのが，メインのターゲットとなっている訳ですけれども，基本，熊本地震による影響
はなかったということで委員の方々よろしいでしょうか。
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（宮町座長）
ありがとうございます。それではもう１つ，川内原子力発電所２号機の定期点検の結果

についてですね。定期点検は，前回，原子力規制庁の方が，お見えになって定期点検の項
目等の説明があって，それに対してどう評価されていたかということで説明がありました
けれども，特段の問題はなかったと原子力規制庁がそういうご判断されている訳ですけれ
ども，当委員会としても同様に特段の問題がなかったという理解でよろしいでしょうか。

（宮町座長）
ありがとうございます。三反園知事，今回の委員会では定期点検と特別点検に関して，

そういう形で了承，特別問題ないということで了承するという判断なんですけれども，追
加で何かこの点は明らかになっているのかとの御指摘があればですね，この委員会で当然
議論する必要があるかと思うのですけれどもよろしいでしょうか。

（宮町座長）
はい。わかりました。それでは知事の了解も得られましたので，この委員会としては，

定期点検及び特別点検に関して特段の問題はなかったということで結論をもっていきたい
と思います。今後の予定としては，皆さんからいただいた御意見等を確認の上，委員会と
して纏めて知事へ提出するという形にもっていきますので，御協力をよろしくお願いしま
す。ただ，座長として，今回の回答も含めて実は特別点検や定期点検の範疇を超えるよう
な事項がほとんどなのですね，ですから，これらのことは，これから川内原子力発電所の
安全性を高めていくには非常に重要な項目が多々含まれていますので，今後の委員会では，
この定期点検或いは特別点検という枠を取り払った形で重要なところを九州電力さんの御
協力を得ながら議論していきたい。そのように思います。ですから，今回の回答について
も，各委員から幾つか御意見等ありましたけれども，それは定期点検，特別点検を了承し
たからこの回答はパスですということでは絶対にない訳ですね。今後もこの点について議
論を積み重ねていくと。九州電力さんには，我々に資料提出等で大変ご苦労をおかけする
と思いますが，ぜひ御協力をお願いいたします。

(2) 原子力防災対策について(平成28年度意見書(避難計画等)に係る現状説明等について)

（宮町座長）
それでは次の議題に移ります。議題の２の原子力防災対策についてということで，前回

の委員会において，鹿児島県から説明があった議題,平成28年度における意見書，避難計
画等に関わる現状説明等については，質疑応答が時間の関係で途中で切ってしまったわけ
ですけれども，今回，質疑応答するという形になります。

前回の委員会から時間が経っていますので，再度鹿児島県からこの事項に対して，簡単
に説明をお願いして，その上で質疑応答を進めたいと思いますので，まずは県の方から説
明をよろしくお願いします。

（鹿児島県原子力安全対策課長）
鹿児島県危機管理局原子力安全対策課の篭原でございます。よろしくお願いいたします。
それでは，議事の（２）原子力防災対策について御説明いたします。座らせて説明させ

ていただきます。
まず，前回の委員会におきまして，当方から説明いたしました平成28年度の意見書，避

難計画等に係る現状説明等につきまして，振り返りの意味で，あらためて県の取組状況等
について，説明させていただいた上で，御意見等賜りたいというふうに思っております。

資料につきましては，前回と同じものをお配りしてございます。右肩に資料２－１，そ
れから資料２－１（参考資料）と記載している資料となります。

それでは，資料２－１を中心に，項目に沿って説明をいたします。
なお，資料２－１の右側の欄資料ページは，参考資料のページのほうとリンクしており
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ますので，必要に応じてご参照していただければというふうに思います。
まず，「１ 避難計画」の「① 避難者情報等」についての御意見につきましては，要

支援者数や避難車両，避難所収容人数などの全体数量を，「参考資料」の１～12ページの
方にお示ししてございますので，お目通ししていただければと思います。

次に「② 避難時間の検証」につきましては，想定外の事象も考慮して，避難に要する
時間などシミュレーションの構築も検討に値するのでは，との意見でございましたが，本
県では平成25年度に避難時間のシミュレーションを実施したところであり，ＰＡＺ内の90
％の住民が避難した後，ＵＰＺ内の全ての住民が避難するという想定のもと，13のシナリ
オを設定して，避難時間の試算を行ったところでございます。その結果によりますと，17
ページ，18ページの方にその結果を示してございますけれども，国の方が指針で示してお
ります避難時間，ＵＰＺ内であれば空間線量率が毎時500マイクロシーベルトを超える場
合は，１日以内に避難する。それから20マイクロシーベルトを超える区域につきましては，
１週間以内に一時移転を行うということでございますけれども，そういった行動ができる
という結果でございましたが，参考資料の19ページを御覧いただければ，避難時間の短縮
のために今後取り組むべき事項ということで，ＵＰＺ内において，指示に基づかないで避
難する住民の割合を抑える対策とか，避難時に自家用車の乗車人数を増やす対策などを挙
げているところでございます。

今後，避難計画の実効性を高めるために，具体的にどのようなシミュレーションが有効
かなど，専門委員会を始め，国や関係市町の御意見等も伺いながら，検討してまいりたい
と考えております。

資料の２－１，２ページをお開きください。
「２ 情報伝達」の「①の原発内の情報の自治体への伝達」についての御意見につきま

しては，参考資料は21ページの方に付けておりますけれども，県地域防災計画におきまし
て定めてある事態に応じた九電からの通報や，連絡系統に基づきまして，今後とも迅速か
つ的確な情報伝達が行えるよう，引き続き，訓練等により避難計画の実効性を高めてまい
りたいと考えております。

続きまして，「②の自治体による住民への情報提供や主体的な動きの重要性」について
の御意見につきましては，県地域防災計画の中で，住民等への的確な情報伝達について規
定してあり，避難などの防護措置が必要になった場合には，国からの指示に基づき，関係
市町は，防災行政無線や広報車等を活用して住民へ情報を伝達することとしておりますが，
今後とも，迅速かつ的確な情報伝達が行えるよう，引き続き，関係市町とも連携して，住
民への周知も図りながら，訓練等により避難計画の実効性を高めてまいりたいと考えてお
ります。

次の「③から⑤」につきましては，住民が原子力災害時の対応について正しく理解して
いることが大切であり，平時からの取組が重要との御意見でございましたが，県では，広
報誌「原子力だより」及び「原子力防災のしおり」等により，原子力災害時の避難のポイ
ントや屋内退避の手順等を紹介するなど，原子力防災のための広報に努めているところで
ございます。参考資料の方には，26ページから30ページに掲載してありますので，後ほど
御覧になっていただければと思います。今年度，専門委員会の意見を踏まえながら，住民
にわかりやすい表現や構成など工夫して，「原子力防災のしおり」の内容を見直しすると
ともに，配布先についてもＵＰＺ外の避難先市町へも拡大することとしております。

次に，２－１の３ページを御覧ください。
「３ 複合災害」の「① 危険箇所等の状況把握」につきましては，避難経路の危険箇

所等に関する情報の共有化や，状況把握に関する御意見でございましたが，県及び市町村
におきましては，平時から，各種危険箇所等の状況把握に，それぞれ取り組んでいるとこ
ろでございます。

県では道路関係については，安全性の防災総点検や，その後の定期点検を行っており，
また砂防関係については，土砂災害警戒区域等の危険箇所のマップを県ホームページに公
開するとともに，民間団体とも協働で定期点検等を行っているところです。この防災関係
の取組につきましては，参考資料の方，31ページにお示ししておりますので，後もってお
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目通ししていただければと思います。
一方，市町村におきましても，土砂災害ハザードマップを作成するなどして，地域住民

への周知にも取り組んでいるところであり，今後とも，関係機関・団体と連携しながら，
危険箇所等の状況把握や情報の共有化を図ってまいりたいと考えております。

次に，４ページをお開きください。
「②」については「災害時における道路復旧等の対応や体制」についての御意見でござ

いましたが，避難計画においては，道路等が自然災害等により使用できない場合は，県及
び市町は，代替道路を選定するとともに復旧作業を実施することとしておりますが，県に
おける道路復旧等につきましては，地元建設業者と連携するなどして，対応することとし
ており，大規模な自然災害が発生した場合は，県建設業協会との協定に基づき，応急復旧
を要請する体制を整えているところでございます。

そして，自然災害との複合災害となり，放射性物質が放出されるおそれがある場合等に
おきましては，自衛隊等の実動組織への支援要請を行うこととしており，状況に応じた復
旧対応の体制が取られているところでございます。

次に，５ページを御覧ください。
「③」の「訓練」につきましては，大きな災害を想定し，それによる道路や家屋等の被

害も想定した訓練についての御意見でございました。
参考資料36ページに，平成28年度の訓練の主な取組についてまとめてございますけれど

も，委員の方々にも視察していただいた昨年度の訓練では，熊本地震等を踏まえて新たな
訓練を取り入れ，地震による家屋倒壊などにより家屋での屋内退避が困難となった場合を
想定した訓練のほか，倒木等により通行不能となった避難道路の復旧作業などを実施した
ところであります。

今後につきましては，訓練後の反省会で出された課題や，専門委員会からの御意見等も
踏まえまして，国や関係市町と連携しながら，訓練内容を見直すこととしており，今年度
は，避難道路の被災箇所を増やすなど，より深刻な被害状況等を想定した訓練等について
も検討を進めていくこととしております。

６ページをお開きください。
「４ 要員の資質向上」の「①の放射線の専門知識を持った保健師等の育成の必要性」

についての御意見につきましては，参考資料36ページの方に掲載しておりますけれども，
県では国主催の原子力防災基礎研修等を活用し，放射線防護の基礎知識の定着化や，住民
防護等の基本的な考え方の習得を図っているところであり，引き続き，関係地域の保健所
の保健師等については，この研修等へ積極的に参加することとしております。

次に，「②の意思決定者向けの訓練の必要性」についての御意見につきましては，参考
資料は37ページになりますけれども，県では，原子力災害に特化したものではございませ
んが，市町村長を対象として，災害対応に関する実践的な知識，ノウハウ，スキルの習得
の場を提供し，もって災害対応力の向上を図ることを目的として，市町村長向けの防災研
修会を実施しているところであり，引き続き，この研修をはじめ，国主催の研修等も活用
して，意思決定者の災害対応力の向上に努めてまいりたいと考えております。

７ページを御覧ください。
最後に「５ その他」の「①の九州電力による要支援者への対応」につきましては，参

考資料は38ページになります。九州電力では，ＰＡＺ内の要支援者の避難支援のために，
16台の福祉車両を配備しているほか，教育機関の避難等のためのバスについても，地元の
バス会社との覚書により大型・中型バス７台を優先的に確保しているところでございま
す。

更に，昨年の知事からの要請を受けて，同社ではＵＰＺ内の関係市町に福祉車両を追加
配備することとしており，現在，関係市町，九電及び県において協議・調整を進めている
ところでございます。

私の方から以上でございますが，前回の委員会におきまして，原子力災害時の医療体制
や安定ヨウ素剤につきましての御質問，御意見をいただいておりましたので，それにつき
ましては，関係課の方から続きまして説明させていただきます。よろしくお願いします。
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（鹿児島県地域医療整備課長）
地域医療整備課の岩松でございます。前回の専門委員会におきまして御質問がございま

した中で原子力災害拠点病院の指定状況についてはどのようになっているかということ
が，松成委員の方から御質問ございましたのでそれにつきまして説明をさせていただきま
す。お手元の資料，資料の２－２と記載している資料を御覧いただければと思います。現
在，本県におきましてですけれども，二次被ばく医療機関といたしまして，済生会川内病
院及び川薩保健所を指定いたしまして，一定の機器を整備いたしますとともに，後方支援
医療機関といたしまして，鹿児島大学病院を指定をしているところでございます。さらに，
高度な被ばくの患者様につきましては，長崎大学が対応する体制を構築をさせていただい
ております。平成27年８月26日に原子力規制庁が「原子力災害対策指針」を改正いたしま
して，福島原発事故の教訓を踏まえ，原子力災害時におけます医療体制といたしまして，
原子力災害拠点病院，原子力災害医療協力機関などを位置づけているところでございます。
国におきましては立地道府県によります原子力災害拠点病院の指定等につきましては今後
数年かけて計画的に進められるものという考え方を示しているところでございます。現在
のところいつまでという期限は設けられていないところでございます。県といたしまして
は原子力災害拠点病院の指定につきまして，これまで関係医療機関と協議を重ねていると
ころでございます。相手方であります医療機関との調整が整い次第指定の手続きを行いた
いと考えているところでございます。以上でございます。

（鹿児島県薬務課長）
続きまして，保健福祉部薬務課の満留でございます。鹿児島県における安定ヨウ素剤の

配布等について御説明させて頂きます。着座にて説明させていただきます。お手元の，資
料右肩に資料２－３薬務課と書いたものでございます。

１ページを御覧ください。これまで，国の「原子力災害対策指針」及び「安定ヨウ素剤
の配布・服用に当たって」に基づき対応して参りました。まずは，ＰＡＺでの対応につい
て御説明いたします。原子力災害対策重点区域のうちＰＡＺにおいては，全面緊急事態に
至った場合，避難を即時に実施するなど予防的防護措置を実施することが必要となり，こ
の避難の際に安定ヨウ素剤を適時かつ円滑に服用できるよう，事前に住民に対し安定ヨウ
素剤を配布することができる体制の整備をする必要があります。安定ヨウ素剤は，医療用
の医薬品のため医師による説明会の開催が必要でございます。その際，配布目的，予防効
果，服用指示の手順とその連絡方法，配布後の保管方法，服用時期，禁忌者，服用しては
いけない者，アレルギーを有する者に生じ得る健康被害，副作用，過剰服用による影響等
の留意点等を説明し，配布しているところでございます。県では平成26年度から取り組ん
でおりまして，丸剤につきましては３歳から服用できますので，医師等による説明・問診
を経た後に，服用適切者には配布しているところでございます。ここからは，時系列的に
申し上げますと，26年度は説明・問診をセットにした説明会を16回開催配布会を８回開催
し，配布率は69%となっています。また，ＰＡＺ内の病院，社会福祉施設へ事前配備も併
せて行ったところです。27年度は，これまで事前配布を受けていない３歳以上の住民を対
象に説明・配布会を２回開催し，配布率74.1％となったところです。28年度は事前配布を
受けていない３歳以上の住民及び26年度から27年度までに配布を受けた住民の安定ヨウ素
剤の使用期限が本年１月末と言うことでの更新配布，２ページに入りますが，また３歳未
満用の内服ゼリーが販売されたことに伴い，11月の説明・配布会から配布を開始している
ところです。28年度は説明・配布会を８回開催しまして，配布率は62.6%となったところ
です。29年度につきましては，説明・配布会を３回開催予定としております。第１回目を
今月16日金曜日それと18日日曜日の２回開催する予定でございます。また，ＰＡＺ内小・
中学校４校，保育園２園及び従業員30名以上の希望される事業所への事前配備を予定して
いるところでございます。

次に，ＵＰＺでの対応について説明いたします。ＰＡＺ同様に原子力災害対策指針に基
づいて対応しているところであり，指針では「ＵＰＺにおいては，全面緊急事態に至った
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場合，プラントの状況や空間放射線量率等に応じて，避難等の防護措置を講ずることとな
る。そのため，避難等と併せて安定ヨウ素剤の服用を行うことができる体制を整備する必
要がある。」となっているところです。「地方公共団体は，緊急時に備え安定ヨウ素剤を
購入し，避難の際に学校や公民館等で配布する等の配布手続きを定め，適切な備蓄場所に
備蓄する。」となっているところです。これを踏まえまして，県といたしましては，安定
ヨウ素剤の丸剤については，30km圏内の７市２町に対し，３歳以上の人口に基づき，約45
万７千丸と本土内にある10か所の各保健所等に約51万６丸を分散備蓄しており，県内に合
計約97万丸を備蓄し，３歳未満用のゼリー剤についても同様に10,540包及び2,940包合わ
せて13,480包を分散備蓄している状況でございます。緊急配布は備蓄先より避難先に搬送
の上，避難所等で対象住民に順次配布を実施することとなっています。３ページは，備蓄
場所等をマップに落としたものでございます。

続きまして，４ページを御覧ください。原子力防災訓練における安定ヨウ素剤に係る配
布訓練につきまして御説明いたします。県におきましては，平成25年度から原子力防災訓
練の一環としまして，ＵＰＺからの避難住民へ安定ヨウ素剤を配布する訓練を実施してい
ます。本専門員会委員の方々も御視察いただきましたが，本年１月実施の訓練においては
安定ヨウ素剤搬送訓練と安定ヨウ素剤緊急配布訓練を実施したところです。搬送訓練では，
１つ目に市町に備蓄してある安定ヨウ素剤を避難退域時検査場所へ搬送，２つ目に保健所
から避難退域時検査場所へ搬送，緊急配布訓練では，避難退域時検査場所である伊集院総
合運動公園を緊急配布場所としまして，薩摩川内市，いちき串木野市からの避難訓練参加
者に対して実施したところでございます。配布方法としてはバス車内に乗り込んでの説明
・問診，自家用車の窓越しでの説明・問診，テント内での説明・問診の方法で実施し，い
ずれも，配布適切者に対しては配布まで実施したところでございます。説明・問診として
はとにかく緊急配布ですので，ヨウ素アレルギーの有無に特化した形での確認をさせて頂
き，配布適切者には配布を実施しました。

最後に５ページでございますが，参考としまして「島根県におけるＵＰＺ圏内に居住す
る住民に係る取組」を付けさせて頂きました。全国的に原発立地道県を見回して，交付金
を使ってのＵＰＺ内の，一定の要件を満たした住民への事前配布を県が実施主体として実
施している県でございます。その概要を説明いたします。ＵＰＺ圏内にある４市のうち松
江市について実施しております。同市に居住する住民のうち，一定の要件に該当し，事前
配布を希望する者に安定ヨウ素剤を配布としております。その要件というものがそこにポ
ツで入っておりますが，障がい者や病気により緊急時に受け取りに行くことができない，
難しい，高齢者や障がい者等が世帯におり緊急時に受け取りに行くことが難しい,小さい
子供がいるため，緊急時に受け取りに行くことが難しい,緊急時に受け取る場所一時集結
所までの距離が遠い，等々の要件をクリアする場合には事前配布をさせていただいている
ということでございます。配布方法としては，住民への周知が県のホームページへの掲載，
松江市の広報誌と一緒に市民へ配布，配布申請書の入手方法としましては県のホームペー
ジ，公民館等の公共施設，申請書の作成・提出につきましては県庁に直接持参，ＦＡＸ，
電子メール，郵送という風になっております。それをもちまして，県の方で申請内容の確
認，そして説明会案内の送付，説明会に参加していただいて，これは本県のＰＡＺ事前配
布と同様な手続きに沿ってやっておりまして，医師，薬剤師，保健師等が介在する中で説
明・問診そして，服用適切者への配布となっているところでございます。

以上，縷々ご説明申し上げて参りました。どうぞ委員の先生々，よろしくお願いいたし
ます。

（宮町座長）
それでは説明どうもありがとうございました。委員の方々から何か御質問や御意見ござ

いましたらお願いします。

（浅野委員）
順番が早い方で，避難時間の検証という②のところで質問させてください。鹿児島大学
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の浅野です。いただいた17,18ページの結果ですね。かなり避難計画の全容というか骨組
みがよくわかりました。どうもありがとうございました。それで，あまり，細かいことは，
時間もありませんので，ここで出てますですね，例えば，ＰＡＺは，５時間から16時間30
分ということなんですが，これに対する考えというか，評価といいますか，どうなんだろ
うかと。例えば， 車で避難するわけですから，こういった場合は，緊急時っていうのは，
ガソリンというのは非常に入手が難しい。必需品はすべてなくなりますから。それから例
えばガソリンスタンドはですね，停電時には機能しないということを聞いておりますので，
車で避難する時にガス欠になってそれが交通の妨げになるようなことは絶対にやれないと
いうことで，おそらくアイドリングもストップするような形で16時間というようなことに
なるかと思うんですが，夏なんかでもエアコンは切って避難することになるんじゃないか
と思うんですが，そういったことが健常者ならこういった非常時だから，なんとか我慢で
きるんですが，そういう病弱な方とかいろんな方々が避難されるわけですから，それが非
常に深刻な事態にならないかどうかというようなことをちょっと検討されているのかどう
かということをお聞きしたいです。それから，もう１点ですけど，結局これを見てみます
と，乗り合わせ人数というのは，少なくともＰＡＺに限りましたら，避難時間はあまり変
わらないというか，10時間が８時間，６時間ということですが，指示に基づかない避難，
これが多くなるとＰＡＺより外の人が避難して，道路が占拠された状態になるので，ＰＡ
Ｚの方が渋滞に巻き込まれてしまって，ということで，これが非常に大きいように，結果
を拝見して思うわけなんですが，これが60％になってますけれども，これが例えば90％と
いうようなことはないのかどうかですね。90％だったら相当の時間になってると，例えば
そこに書いてます，500μ㏜では１日以内に避難するというようなことがですね，不可能
になるようなことも考えられるんですが，そこを考慮しなくていいという，考慮しないと
いかんのじゃないかなというような気もしましたんで，その辺の説明をお願いいたします。

（鹿児島県原子力安全対策課長）
鹿児島県でございます。最初のＰＡＺのほうの避難時間の関係でございますけれども，

５時間から16時間かかるというようなことでございましたが，今回シミュレーションにつ
きましては，30km圏外を出るまでにどれくらい時間がかかるかという形でシミュレーショ
ンしたところでございます。

浅野委員から御指摘があったように，実際の避難になりますと，長時間に渡る避難時間
ということになりますが，避難者へ与えるいろいろな影響というのも当然考えられるとい
うことでございます。

様々な，シミュレーションといいますか，そういったいろんな，休憩などをとったりと
か，避難先までいく課程で，当然その考慮に入れた形で，シミュレーションしたいと考え
ておりますので今後の参考とさせていただければというふうに思っているところでござい
ます。

それから，避難指示に基づかないパーセンテージということでございましたけれども。
今回，40％ということで標準といたしまして，全部でプラスマイナス20％という形で想

定でございましたけれども，避難指示に基づかない方が90％いるかどうかというところも，
確かにあるとは思うんですが。

いろいろなところも想定しながらですね，今後どのようなシミュレーションが必要にな
ってくるのか，そこあたりも御意見等いただければというふうに思っております。以上で
ございます。

（古田委員）
ちょっと今，浅野委員のところで，古田ですけれども。このシミュレーションですけど，

どういうモデルでやってるのかという，あまり詳しいことはあれですけれども。
例えば，渋滞だとか，信号待ちだとかそういうものまで考慮できる，モデルなのかどう

なのかという。
この結果が保守的なのか，それとも楽観的に出ているかというところがちょっと気にな
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るんです。
シミュレーションをやっている人は知っているし，うちでもちょっとやったこと昔ある

んですけど，なかなか難しい事はいろいろあるんですけど。
その辺はどうでしょうか。聞きたいんですが。

（鹿児島県原子力安全対策課長）
この状況といいますか，結果をどうとらえるかということだと思うんですけれども，今

回指針に従った形でのですね，こういう時間というのはクリアといいますか，そういった
ことができるだろうというようなことでございますけれども，モデルといたしましては，
もともと米国のガイドラインというものがございます。それは，委託業者の方に，それを
採用して，使っていただいたということでございます。どういう形で今後その実効性を高
めて活かしていくかというところが重要ではなかろうかなというふうに思いますので，ま
たいろいろ御意見等いただければというふうに思います。

それから，先ほどのですね，指示に基づかないパーセンテージにつきましては，浅野委
員の方からご意見がございました。それにつきましては，資料の方の15ページの方にです
ね，付けてございますけれども，国会事故調査資料等によりまして，ＵＰＺの住民が避難
指示が出されていない中で，ＰＡＺの避難指示に合わせて避難を開始する割合を平均40％
としてございますので，その他20％，60％ということでございます。それから，交差点の
情報につきましては，平日の日中・夜間，休日の日中における信号設定としているところ
でございます。以上でございます。

（宮町座長）
シミュレーションやるときに，通常は，悪い言い方ですと，いかようにも結果は導き出

せるんですね。モデルの条件を変えることによって。ですから通常，我々のシミュレーシ
ョンやるときには，楽観的なやつと，シビアな条件を課したときと，そのある幅を示して
納得してもらうというやり方をするんですね。こういう資料を出すときにはですね。だか
ら今後，そういういろいろなデータを我々の委員の方から出していただきたいというとき
には，できるだけですね，楽観的な結果と，もう一つ思いっきり，シビアな時の結果両方
出していただけると，我々の方も理解が進むというか，非常にあの，誤解をしないで済む
と思うので。その点だけ少し，今後，対応可能でしたら，そのような対応をお願いしたい
と思います。

（塚田委員）
塚田です。ヨウ素剤の配布等についてですが，１つは特にＰＡＺ内に入ってくる旅行者

等外部の方々が緊急時にどこに行ったらいいのか。保健所なのか，それとも公民館なのか，
そういう視点で，当然第一義的には住民ですけれども，外部の方に対しての説明も少し加
えていただきたいというのが１点です。それと，もう１つは，電力会社の作業者が被ばく
をしたときに，自治体が対応する可能性もあるので，そのルートを明確にした方が良いと
思います。

（宮町座長）
県の方よろしいですかね。今後のこういう避難計画において，今おっしゃったように，

旅行者とかそういうのも含めてどう対応するのかということを記載してもらいたいと。

（鹿児島県薬務課長）
薬務課の満留でございます。今塚田先生から御質問があったんですけれども，当然ＰＡ

Ｚ圏内の居住者のみならず，旅行者とか，お仕事の関係で当然中を行き来される方もいら
っしゃいますので，一応先ほど備蓄の関係でお話したんですけど，薩摩川内市さんのほう
には，そういう形で余裕を持った備蓄はしております。ただ，私どもの資料にはそこまで
書き落としてはないということでございますので，今後ちょっと検討させていただきたい
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と思います。
それともう１点，九電の作業員の方の話はどうだったんですかね。九電さんの方で。

（九州電力）
総合事務所の藤原でございます。私たちは作業して被ばくした場合は，まずは発電所内

の健康管理室で被ばく状況を見る。もしそれ以上に被ばくをしてどうしようもないという
時には，済生会病院と年度で実施している訓練を含めたことをやっていただいて，それか
らそれ以上できないというのであれば，このルートと，基本的には同じルートとなってや
ってまいります。それとヨウ素剤は，ちょっと社内規定上は違うんですけれども，一応発
電所の健康管理室に用意をして，少しプラスアルファーを置いて，発電所の近辺の方々，
これは福島第一原発の時の女川の経験で，もしかしたら発電所がある久見崎地区の方が来
てもいい分を実は用意をしていますけど，表に出しておりませんけれども，今日，表に出
しました。以上です。

（宮町座長）
よろしいでしょうか。その他質問。

（地頭薗委員）
鹿児島大学の地頭薗です。資料２－１の３ページ，私の方から質問させていただいた複

合災害の件です。県・市町村の取組状況について理解しやすくまとめてあります。また，
今後の対応として「関係機関，団体等との連携，協議を進めていく」ということですので，
是非，進めていただきたいと思います。

３ページの左側の下，「大規模な崩壊の頻度が高まっている」についてですが，昨年は，
台風16号により非常に強い雨が降って大隅半島を中心に多数の表層崩壊が起こって大きな
土砂災害と流木災害が発生しました。一昨年には，６月に大量の雨が降って垂水市深港で
地下水が関係した大規模な崩壊が起こりました。鹿児島県は２年続けて大きな土砂災害に
見舞われています。

鹿児島県は，豪雨，台風，火山，地震などによって様々な自然災害が起こる地域です。
薩摩川内市は，これに加えて原発がありますから，最も進んだ防災計画，防災対策を進め
ていく地域であろうと考えます。土砂災害に関する防災技術はどんどん進歩しています。
３ページの下の方に書かれている「最新の技術を使って・・・」の箇所はそういう意味で
す。今後とも薩摩川内市民，県民の安心のためにも最新の技術を使った調査を進めていた
だきたいと思います。

同様のことを九電の皆様にもお願いしたいのですが，前回の委員会でも話しましたけれ
ども，原発施設は堅い岩盤に置かれていますが，原発周辺には火山性地質の山地が分布し
ています。昨年の熊本地震で大きな土砂災害が発生した阿蘇地域と同様の地質です。阿蘇
地域では，危険斜面として注意されない緩斜面でも大きな崩壊が起こり，災害が発生しま
した。大規模な雨や地震があった場合，原発施設への道路や施設敷地内への土砂流入，緊
急時の冷却水に予定している「みやま池」への土砂流入など，心配はないのか，気候変動
にも対応して，最新の技術，科学的な知見を導入した検討が必要と考えます。

それから，先程，浅野先生も指摘されましたが，九電の説明では火山灰が15cm積もって
も原発施設は大丈夫ということでした。火山灰が15cmも積もったら原発施設の周辺山地で
は土石流が頻発します。もう少し説明しますと，火山灰５cｍ積もったら小雨で土石流が
発生し始め，10cmも積もったらほとんどの渓流で土石流が頻発します。たとえば，大正３
年の桜島大噴火の際は，火山灰が積もった大隅半島においてたくさんの渓流で土石流が起
こり，下流では洪水が起こりました。そして，そのような状況が10年ぐらい続きました。
将来の桜島大噴火に向けた対策は，県でも検討されていますので，その情報も取り入れて，
原発施設への影響だけでなく，周辺山地でどういうことが起こるのか，明らかにすること
が住民への安心につながると思います。

以上，意見を述べさせていただきました。
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（宮町座長）
その他，何か御意見は。はい。

（松成委員）
鹿児島大学の松成です。この委員会が始まって以来，県の方は地域防災計画の見直しに

取り組んでいただいてありがたく思います。今年度の避難訓練，原子力災害の避難訓練に
ついての計画がありましたら，いつぐらいに実施されるのかを教えていただきたいのと，
それから，どれだけの被害を想定したシナリオになっているのかということをお尋ねした
いのと，それから，見直していただいたことが検証できるような内容の事例なのかという
３点について教えていただければと思います。

（鹿児島県原子力安全対策課長）
原子力安全対策課でございます。中身につきましては，時期も含めてこれからというこ

とでさせていただいております。昨年度の訓練を行いましてですね，その反省点も出てお
りますので，その辺も踏まえながら，専門委員会の皆様の御意見をいただきながら，内容
のほうは検討してまいりたいというふうに思っております。以上です。

(2) 原子力防災対策について(平成28年度県地域防災計画の見直し)

（宮町座長）
よろしいですか。その他御意見ありますか。
では次に，議題の方に移ります。平成28年度県地域防災計画の見直しということで，ま

ずは，鹿児島県から報告をお願いします。

（鹿児島県原子力安全対策課長）
それでは，平成28年度県地域防災計画の見直しについて，ご説明いたします。右肩に「資

料３」とある資料を御覧ください。
１ページから２ページにつきましては，先ほど３月に見直しをいたしました，内容のほ

うをお示ししてございますけど，まず，見直し内容の説明の前に，見直しの経緯などにつ
きまして，少し御説明させていただきます。

３ページのほうを御覧ください。県地域防災計画・原子力災害対策編につきましては，
国の防災基本計画や原子力災害対策指針に基づきまして，避難計画の基本的な考え方を規
定しており，国の指針等の改正や原子力防災訓練の結果，などを踏まえまして，関係機関
の意見を聞きながら，改正を行っているところでございます。

昨年度の見直しにつきましては，平成27年６月，県バス協会などと締結した「災害時の
緊急輸送等に関する協定」や，同じく平成27年12月の原子力防災訓練，さらには，昨年４
月に発生した熊本地震や，昨年８月の川内原発周辺の現地視察などを踏まえたものであり
まして，本年３月22日に県防災会議において了承されたところでございます。

それでは，具体的な見直し内容につきまして，御説明してまいります。
４ページ，５ページのほうをお開きください。
県地域防災計画・原子力災害対策編の目次を掲載しております。
第１章～第６章で構成されておりますが，網掛けの部分が今回見直しを行った項目でご

ざいます。御確認いただければと思います
それでは，見直しの内容について個別に御説明してまいります。
６ページのほうをお開きください。
まず，１点目は，「第１章 総則」「第９節 防災関係機関の事務又は業務の大綱」で

ございます。
この節では，原子力防災に関して，県，関係周辺市町，受入市町，消防機関，県警察な
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どの防災機関の処理すべき事務又は業務を定めております。
今回，平成27年12月の原子力防災訓練や昨年８月の川内原発周辺の現地視察などを踏ま

え，避難元と避難先の市町村の間で，避難の受入体制などの連携を図る必要があるとの意
見があったことなどから，原子力防災に関する県の事務等に「薩摩川内市及び関係周辺市
町と受入市町との調整に関すること」を追加しております。

関係周辺市町とは，いちき串木野市や阿久根市など原発から30㎞圏にあって，薩摩川内
市を除く８市町でございます。
また，ここでの受入市町とは，他の市町から避難住民を受け入れることとなっている，県
内10市２町と熊本県１市２町でございます。

２点目は，「第３章」「第13節 住民等への的確な情報伝達体制の整備」についてでご
ざいます。この節では，住民相談窓口の設置，災害時要配慮者及び一時滞在者に対する情
報伝達体制の整備に努めること等を定めております。これまで，県，国，薩摩川内市及び
関係周辺市町が連携して，住民等に提供すべき情報の整理等を行うこととされておりまし
たが，周辺住民等に対して，原発サイト内の必要な情報が確実に伝達され，県民の不安が
軽減されるよう，この体制に九州電力を追加いたしました。これは，昨年８月末に行いま
した，県の要請に対する九州電力からの回答も踏まえたものでございます。

３点目は，「第３章」「第15節 原子力防災に関する住民等に対する知識の普及啓発及
び情報発信」でございます。この節では，住民等に対し，原子力防災に関する知識の普及
啓発や過去に起こった災害の教訓等の情報発信に努めること等を定めております。今回，
無理な避難を行うことによって，かえって健康リスクが高まるような方々が，一時的に施
設内に留まることができるよう，放射線防護対策がとられた建物，屋内退避施設と呼んで
おりますが，この使用方法などについて，住民等に周知を図るため，広報活動等を実施す
る事項として追加しております。これは，昨年８月の現地調査におきまして，住民の方々
がこの施設内に据え付けてございます可動式防護壁，いわゆる鉛入りのスライディングウ
ォールの使用方法等が分からないとの声があったことを踏まえたものでございます。

資料の７ページを御覧ください。
４点目は，「第４章」「第５節 避難，屋内退避等の防護措置」でございます。
この節では，屋内退避，避難等の実施，避難方法，避難場所，避難退域時検査場所，災

害時要配慮者等への配慮等について定めております。
今回，避難車両の手配につきまして，平成27年６月に県が県バス協会などと締結した協

定に基づくバスの要請や，ＰＡＺ内の要配慮者の避難につきまして，薩摩川内市において，
九州電力と連携して福祉車両を手配するスキームが既に出来ていることから，それぞれ追
加しております。

５点目は，「第５章」「第５節 避難，屋内退避等の防護措置の実施」でございます。
この節では，複合災害時には，屋内退避，避難等に時間を要するなど，避難の困難度が

増すことことが予想されることから，ＰＡＺ内の予防的防護措置の初期対応段階での検討
や，被災状況に応じた避難方法，屋内退避等の考え方を定めております。

今回，昨年４月の熊本地震を踏まえ，国が示した，地震等により家屋による屋内退避が
出来ない場合の考え方を追加しております。

ＵＰＺ圏内では，原子力災害時において，屋内退避が原則でございますが，地震により
自宅等での屋内退避ができない場合，まずは市町村の設置する避難所等で屋内退避を実施
し，収容できない場合は，地震による影響がない避難所をＵＰＺ内外を含め選定し，避難
させるなどの対応をとることとしております。

なお，本年１月28日の原子力防災訓練に関しましては，内閣府や関係市町，自衛隊など
参加機関による実施結果反省会での意見や，訓練に参加いただいた住民へのアンケート結
果，専門委員会での意見を踏まえまして，今年度の県地域防災計画の修正等に反映させた
いというふうに考えております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

（宮町座長）
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説明どうもありがとうございます。それでは今の，御報告に関して，何かありますでし
ょうか。よろしいですかね。後から何かありましたらまた言ってください。

(2) 原子力防災対策について(薩摩川内市における避難計画の概要)

（宮町座長）
次に，薩摩川内市における避難計画の概要と言うことで，説明をお願いしたいと思いま

す。まずは県から説明してください。

（鹿児島県原子力安全対策課長）
続きまして，薩摩川内市における避難計画の概要につきまして，右肩に資料４－１，資

料４－２とある資料を用いて，御説明いたします。
まず資料４－１の１ページを御覧ください。本日の説明にあたりましては，関係市町の

避難計画は県の避難計画を踏まえた内容となっておりますことから，まずは，県の方から，
警戒事態，施設敷地緊急事態，全面緊急事態など各事態における国・県・薩摩川内市の体
制のほか，各事態に応じた避難などの防護措置の考え方や手順，対応など基本的な部分を
中心に，避難計画の全体的な説明をさせていただいた上で，薩摩川内市のから具体的な計
画や対応，取組状況などについて，御説明をいただくことにしております。資料の方には，
本日，県と薩摩川内市から説明いたします主な項目をそれぞれ示してございます。県の方
からは全体的な計画の概要を説明をいたしまして，それから各事態に応じた防護措置それ
から国，県，市の体制それからＰＡＺ内の各事態に応じた対応取り組みと言うことでそれ
ぞれ（１）～（３），警戒事態から全面緊急事態に至るそれぞれの取り組み状況をですね，
説明させていただきます。最後にＵＰＺ内の対応取り組みということでですね，説明させ
ていただきまして薩摩川内市の方から具体的な説明をしていただくと，いうことになりま
す。よろしくお願いいたします。

２ページを御覧ください。まず，薩摩川内市の避難計画についてですが，国の「防災基
本計画」や「原子力災害対策指針」，そして，県の「地域防災計画原子力災害対策編」，
いわゆる「県の避難計画」を踏まえまして作成しております。位置付けといたしましては，
資料右枠の部分となります。構成といたしましては，事前の対策や緊急事態が発生した場
合の対策など，基本的なフレームを定めました「薩摩川内市地域防災計画原子力災害対策
編」に，ということで，それに基づきまして，避難対象となる自治会等の単位で，人口や
世帯数，バス集合場所，避難経路，避難場所などの具体的な避難方法を定めたもの，こち
らの方では「市町村避難計画」というふうになりますけれども，薩摩川内市におきまして
は薩摩川内市広域避難計画という名称でございますけれども，それを含めたものとなって
ございます。そして，資料の下にあります，内閣府において，県と薩摩川内市をはじめ関
係市町の計画を具体化した「川内地域の緊急時対応」を含めまして，避難計画の運用を図
っているというところでございます。

３ページを御覧ください。改めてではございますけれども，川内原発の原子力災害対策
重点区域の半径５km内のＰＡＺ内には薩摩川内市，５～30km圏のＵＰＺ内には薩摩川内市，
いちき串木野市など９市町が所在しており，人口は平成26年４月時点のものですが，ＰＡ
Ｚ内で約4,900人，ＵＰＺ内で約21万人となっています。

それから関係市町の人口や世帯数につきまして，４ページを御覧ください。ＰＡＺ内は，
全て薩摩川内市でございますが，ＵＰＺ内は，全体のうち薩摩川内市は，約89,000人で全
体の42％，それから世帯数の方が41,000世帯ということでこれも約43％となっております。
次は，各事態における防護措置と，各事態における国，県及び市の初動体制に係る体制に
ついて，御説明いたします。

資料のほう５ページと６ページを御覧ください。原子力災害の防護措置につきましては，
段階的避難が基本となります。放射性物質放出前に，ＰＡＺ内の要配慮者が避難。その後，
事態の進展によりＰＡＺ内の住民が避難となり，ＰＡＺ内住民は予防的避難となります。
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一方，ＵＰＺ内の住民は，まずは屋内退避となりまして，その後空間放射線量の測定結果
を踏まえて一時移転等をするものでございます。それでは，具体的な事態に沿って説明さ
せていただきます。５ページのほうにはございませんが，６ページの上段の方に，警戒事
態の前の段階として，情報収集事態というものがございます。薩摩川内市におきまして震
度５弱以上の地震が発生などした場合などが，その判断基準となります。この時点では，
住民における防護措置は特にありませんが国，県，市からの情報を注視していただくこと
になります。情報収集事態となりますと，国は，原子力規制庁緊急時対応センターに，「原
子力規制委員会・内閣府原子力合同警戒本部」を設置し，情報収集活動を開始いたします。

一方，県や市は，それぞれ災害警戒本部を設置し，川内原発に関する情報，国からの指
示，避難所や避難経路等について情報収集を行い，住民への情報提供を行うこととなりま
す。事態によって，情報の中身は異なりますが，７ページの方にありますとおり，防災行
政無線，市広報車等により，市による広報活動，ホームページなどによる迅速な情報伝達
を行うことといたしております。

またちょっと５ページの方に戻りまして，続きまして，鹿児島県内で震度６以上の地震
が発生した場合は，資料５ページの左側，警戒事態となります。警戒事態になりますと，
ＰＡＺ内の要配慮者は避難や屋内退避の準備を行う必要がございます。体制といたしまし
ては６ページの「情報収集事態」の下の方にありますけれども，国の方におかれては，緊
急時モニタリング等の準備を開始するとともに，薩摩川内市にあるオフサイトセンターに
「合同現地警戒本部」を設置し，県や市は，それぞれ本庁舎に災害対策本部を設置すると
ともに，オフサイトセンターには，それぞれ現地災害対策本部を設置いたします。

さらに，事態が進展し，全交流電源が喪失するなどの施設敷地緊急事態となった場合は，
５ページの真ん中部分にございますけれども，ＰＡＺ内では要配慮者が避難や屋内退避を
開始するとともに，ＰＡＺ内では一般住民は避難準備を行います。また，ＵＰＺ内の住民
は屋内退避の準備を行うこととなります。

体制といたしましては６ページの中段の方ですけれども，国の方は「合同対策本部」を
設置し，オフサイトセンターでは，「合同現地対策本部」を立ち上げ，県・市との情報共
有や対応準備等のため，現地事故対策連絡会議を開催します。更に，冷却機能喪失等で全
面緊急事態に至った場合は，５ページの右側の方になりますけれども，ＰＡＺ内の住民も
避難を開始します。また，ＵＰＺ内の住民は屋内退避を行います。

体制といたしましては６ページでは下の方になりますけれども，国は，内閣総理大臣に
よる「原子力緊急事態宣言」を発出し，官邸に「原子力災害対策本部」，オフサイトセン
ターに「原子力災害現地対策本部」を設置いたします。オフサイトセンターでは，国の職
員に加え，既に参集している県，市職員等からなる原子力災害合同対策協議会を開催し，
相互協力のための調整を行います。

続きまして，８ページを御覧ください。放射性物質放出後の防護措置について，御説明
いたします。放射性物質の放出後は，空間放射線量や飲食物の実測値に基づき，防護措置
を講ずることとなります。この中で，住民避難につきましては，国の原子力災害対策本部
が，緊急時モニタリングの結果に基づき，空間放射線量率が毎時500μ㏜以上となる区域
を数時間内を目途に特定し，当該区域の住民は１日以内に一時移転を実施します。また，
気体状又は粒子状の放射性物質を含んだ空気の一団，放射性プルームと言っておりますけ
れども，放射性プルームが通過している間は屋内退避を継続することになりますが，その
後，空間放射線量率が毎時20μ㏜以上となる区域を１日以内に特定し，当該区域の住民は
１週間以内に一時移転を実施するものでございます。なお，この段階における国，県，市
の体制としましては，全面緊急事態以降の体制が継続していくことになります。

次に，各事態ごとの対応等について御説明いたします。９ページを御覧ください。まず，
ＰＡＺ内の対応について御説明いたします。これは，ＰＡＺ内の避難行動要支援者及び一
般住民それぞれについて各事態に応じた避難等の考え方をフロー化したもので，これを元
に，事態ごとの対応につきまして，順次説明をしてまいります。まずは，ＰＡＺ内の警戒
事態における対応について御説明いたします。先ほど，申し上げましたとおり，警戒事態
になりますと，要配慮者の避難準備を行う必要がございます。県，市では災害対策本部を
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設置し，避難準備のための様々な対応を行うこととしております。国の方からは要配慮者
の避難準備要請等がありましたら，直ちに防災行政無線等により，国からの避難準備要請
や，予定しているバス集合場所，避難所等について住民へ情報提供をすることとなります。

10ページを御覧ください。具体的な対応についてですが，まず，要配慮者の避難にあた
りましては，薩摩川内市において，各地区に職員を派遣するとともに，県及び市が連携し
て，車両の手配を行う必要がございます。御家族や施設職員などの支援者は，県や市の情
報提供に基づき車両の準備を行います。また，九州電力の福祉車両につきましては，先ほ
ど説明をいたしましたけれども，福祉車両が16台，バスの方が７台確保しておりまして，
11ページの方になりますが，事前に避難のオペレーションを決めているところでございま
す。それに基づきまして，車両の手配を行います。更に，県は市からの要請に基づきまし
て，バスの必要台数等を把握し，県バス協会に対し，バス集合場所へのバス手配を要請し，
バス事業者等は配車の準備を行うこととなります。なお，それでも車両が不足する場合は，
県において，国への支援を要請することにしております。

次に，避難所の開設準備の確認でございます。12ページを御覧ください。ＰＡＺ内４地
区の住民の避難につきましては，鹿児島市内の７施設を避難先として確保しております。
県，市，受入市町は連携し，計画で定められた施設が受入可能かを確認し，施設に対し避
難所開設の準備を依頼します。

次に，避難経路の確認でございます。13ページを御覧ください。これは滄浪地区の，Ｐ
ＡＺ内の滄浪地区の避難経路の例でございますけれども，４地区とも複数の経路を確保し
ており，その避難経路が使用可能かどうかを確認する必要がございます。県は，国や県道
の状況等について市へ情報提供をすることとしております。その避難経路の一つが災害等
により不通となった場合は，あらかじめ決めてあるほかの避難経路を使用することになり
ます。さらに，道路が寸断し，孤立化するなどした場合や，不測の事態により避難が困難
となる場合には，14ページから16ページの方に示してございますけれども，県が自衛隊等
の実動組織に対し，支援を要請することとしております。

次に，放射線防護施設の運用開始でございます。17ページを御覧ください。市におきま
しては，避難することにより健康リスクが高まる住民については，放射線防護措置が施さ
れた屋内退避施設に避難することとしていることから，警戒事態となった段階で，そのよ
うな住民の受入の準備を行います。現在，ここの，地図上にございますとおり，ＰＡＺ内
には，５箇所の屋内退避施設が設けられております。

次に，学校，保育所の児童等の保護者への引渡しでございます。18ページを御覧くださ
い。川内原発30㎞圏内の学校や保育所につきましては，この表にございますとおり，平成
26年５月の上旬ではございますけれども，ＰＡＺ内の４つの小学校，２つの保育園，あわ
せて児童385名おりますけれども，警戒事態となりましたら，保護者への引渡しを開始い
たします。次は，ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態における対応について御説明いたします。
資料が多少前後することがございますけども，御了承ください。先ほど説明いたしました
施設敷地緊急事態となった場合につきましては，５ページの方でも申し上げておりました
けれども，ＰＡＺ内の要配慮者が避難や屋内退避を開始するとともに，ＰＡＺ内の一般住
民は避難の準備を行うことになります。住民への情報提供につきましては，国による要配
慮者の避難要請等がありましたら，県及び市は，直ちに，防災行政無線や広報車等により，
国からの避難要請や，バス集合時間，避難所等について情報提供することとしております。
また，市におきましては，避難先市町を通じて，避難施設に対して，避難所の開設を依頼
することになります。

19ページを御覧ください。医療機関，社会福祉施設につきましては，ＰＡＺ圏内には７
施設ございますけれども，九電の福祉車両や県が手配するバス等により，鹿児島市，姶良
市の予め決められた13施設の避難先の施設へ避難を開始することになります。

20ページを御覧ください。在宅の避難行動要支援者につきましては，支援者の車両，バ
ス，九電の福祉車両等により避難を開始いたします。避難することにより健康リスクが高
まる方々につきましては，支援者の車両や福祉車両により，17ページの方で説明いたしま
した屋内退避施設に避難することとしています。それから，警戒事態において，学校，保
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育所等での，保護者への引渡しができなかった児童等につきましては，18ページの方では
ございますけれども，資料下の段のところになりますが，県が手配したバス等によりまし
て，鹿児島市の施設に避難し，そこで保護者に引渡しを行うということとしております。
なお，全面緊急事態に備えて，ＰＡＺ内の要配慮者以外の住民の避難のための車両の手配
を，この段階で行うこととなります。続きまして，ＰＡＺ内の全面緊急事態における対応
について御説明いたします。ここでも資料が多少前後いたしますが，御了承ください。全
面緊急事態となった場合は，先ほど５ページの方でも説明を申し上げたとおり，ＰＡＺ内
の住民が避難を開始いたします。住民への情報提供につきましては国による一般住民の避
難指示等がありましたら，直ちに，防災行政無線等により，国からの避難指示や，バス集
合時間，避難所等について情報提供いたします。県地域防災計画におきましては，原則自
家用車での避難としておりますが，自家用車で避難できない住民につきましては，県が手
配するバス等を活用して，先ほど12ページの方で説明いたしました鹿児島市の避難所の方
へ避難することとなります。市の方では，避難先市町を通じて，避難施設に対して住民避
難について連絡をし，避難施設へ職員を派遣して，受入態勢を整えることになります。

21ページを御覧ください。鹿児島県警では，ＰＡＺ内４地区の住民の車両による避難を
円滑に行うため，主要交差点での交通整理などを行うこととしております。以上でＰＡＺ
内での各事態ごとの対応について，説明を終わります。

ここから，ＵＰＺ内における対応について御説明いたします。22ページを御覧ください。
これは，ＵＰＺ内の避難行動要支援者及び一般住民それぞれについて，各事態に応じた屋
内退避，一時移転の流れをフロー化したものです。

23ページを御覧ください。住民につきましては，まず，施設敷地緊急事態で屋内退避の
準備，全面緊急事態で屋内退避を実施。そして，放射性物質放出後は状況に応じて避難を
行うこととなり，緊急時モニタリングの結果に基づき，空間放射線量率が毎時20μ㏜以上
となる区域を１日以内に特定し，当該区域の住民は１週間以内に一時移転を実施すること
にります。県におきましては，空間放射線量率を測定する箇所を増やしまして，一時移転
に備えた情報収集を行うほか，線量率につきましては，県ホームページ等において，公表
することとしております。万が一，一時移転が必要な状況が予測できた場合は，その時点
で，県，市が連携し，車両の手配や，避難所の手配を行うこととしております。住民への
情報提供につきましては，国による住民の避難指示がありましたら，直ちに，防災行政無
線等により，国からの避難指示や，バス集合時間，集合場所，避難所等について情報提供
することになります。

それでは24ページを御覧ください。関係市町の避難先市町を記載してございます。薩摩
川内市につきましては，先ほど説明したとおり，自市を含む８市町に避難することとして
おります。

25ページを御覧ください。ＵＰＺ内の医療機関，社会福祉施設の対応でございますが，
本県におきましては，10㎞以内の施設等は，ここにあります12施設463名，になりますけ
れども予め避難計画を策定いたしまして，避難先を確保しているところでございます。

26ページを御覧ください。10㎞以遠の医療機関，社会福祉施設につきましては，本県が
整備いたしました避難先の候補施設のリストが入力された原子力防災避難施設等調整シス
テムにより避難先を確保することとしております。このシステムにつきましては，27ペー
ジの方を御覧ください。当該システムは，先ほど御説明した，10㎞以遠の医療機関，社会
福祉施設等の受入先を調整するほか，10km以内の医療機関や社会福祉施設，在宅の要支援
者を含む住民の避難につきましても，予め選定した避難先が使用できなくなった場合の避
難先の調整を行うものでございます。

28ページを御覧ください。ＵＰＺ住民の避難につきましては放射性物質による汚染が無
いかを確認するため，避難退域時検査場所を設置し，避難車両の検査を行い，必要に応じ
て住民の検査や除染等を行うこととしております。避難退域時検査場所では，まず，車両
用ゲートモニタ等により車両の検査を実施します。ここで汚染がなかった場合は，そのま
ま避難所の方へ向かっていただきます。車両に汚染があった場合は，車両に乗車している
方の代表者の検査を実施し，代表者も汚染が確認された場合は，全員の検査を行い，除染
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を行った後，避難所に避難するという流れとなっております。以上，避難計画の全体的な
説明の県からの説明をこれで終わりたいと思います。失礼します。続きましては，薩摩川
内市の方から，市の計画内容や取組等について説明をお願いいたします。

（薩摩川内市）
薩摩川内市の中村と申します。このたびは，説明の機会をいただき大変ありがとうござ

います。具体的説明につきましては，防災安全課長の寺田からさせますので，お許しいた
だきたいと思います。また，座ったまま説明をさせますので御了承いただきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

（薩摩川内市）
薩摩川内市防災安全課長寺田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。着席し

て説明させていただきます。資料の４の２と書いてあるものが薩摩川内市の資料です。私
が今日説明しますのは，ページの下に書いてありますとおり，１市の概要，２の原子力防
災計画，３避難計画，４避難経路等，あと先ほど，県の原子力安全対策課長が説明された
資料に基づいて若干説明をさせていただきます。

それでは，資料の１ページをお開きください。まず，市の概要でございますが，本年４
月１日現在，記載してありますとおり，人口は９万６千人強，世帯も４万５千世帯です。
市内に48地区コミュニティ協議会，いわゆる小学校の校区を単位とした地域の協議会があ
りまして，自治会が570存在しております。それぞれ内訳は表にまとめてありますので御
覧ください。それから２のところに，原子力防災計画ということで出させていただきまし
たが，平成24年３月に暫定計画を作りまして，その後，鹿児島県とともに，平成25年３月
に，現在の原子力災害対策編を作らせていただいております。その後，鹿児島県の改正に
準拠したり，また国の制度が変わったことに対しまして，反映させながら，随時防災計画
を変更をしているところです。本年も５月，防災会議を開催しまして変更する箇所は，し
ております。

では次の３ページでございます。原子力災害対策を重点的に実施すべき区域としまして
30㎞としておりまして，ＰＡＺとＵＰＺをそれぞれ決めさせていただいて，ＰＡＺは発電
所から概ね５㎞，ＵＰＺは５㎞を超えまして30㎞としているところです。

資料の４でございますが，具体的にはどの地域が入るかということで示させていただい
ております。ＰＡＺは，この４地区でございまして，それ以外，30km圏内には，35の地区
コミュニティ協議会が存在しております。

続きまして資料の５ページを御覧ください。ＰＡＺ圏内の４地区コミュニティ協議会に
つきましては，鹿児島市内の７施設に避難する事としております。先ほどから説明あると
おりです。ＵＰＺ圏内は35地区ありますが，資料記載のとおり，７つの市町に291避難所
がございまして，そちらに避難する計画となっております。

６ページにつきましては，逆に受入をしてくださる自治体から見た場合の薩摩川内市の
どの地域の方々が，避難されるかということで表を整理させていただいております。

資料の７ページを御覧ください。当市では，当初，地区コミュニティ協議会ごとの避難
先，避難経路につきましては，文字で記載したものを配布しておりました。しかしながら，
市民へのいろんな説明会等々で御意見いただきまして，文字だけでは高齢者の方は分かり
辛いということを意見をいただきましたので直ちに対応いたしまして，資料のとおり，サ
イズはＡ２版で両面刷りをさせていただいて表を送らせていただいております。また後で
出てまいりますが，資料の９のところには，ＰＡＺ圏内の方々についてでございますけれ
ども，ＰＡＺから避難をしてきた車両であると一目で分かるような工夫の，避難用の車両
シールをお配りさせていただいております。平成24年度から平成26年度にかけまして，Ｕ
ＰＺ圏内の39地区を対象に，川内原子力発電所における安全対策の実施状況及び避難ルー
ト，避難所を確認する事業の実施をしておりましたがこれまで，平成24年度から平成26年
度まで，30回，35地区コミュニティ協議会の方が合計920人ほどの方が参加いただいて，
避難経路それから避難先を視察していただく研修を実施しております。平成28年度，昨年
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度からは，さらに，対象を自治会に拡大をさせていただきまして，実施をしております。
昨年度は６回，14自治会が参加されております。ちなみにこの経路図には，避難経路上に
あります，トイレでありますとか，ガソリンスタンドなども記載をさせていただいて分か
りやすいように努めているところでございます。なお，先ほどありました，ガソリンが足
りなくなるのではないかということを，これは研修会等でも，市民の方にお伝えしている
んですが，かねてからきちんとガソリンの残量も確認しながら，気をつけて運転をしてい
ただくようにということで，お願いはしているところであります。

10ページを御覧ください。これも重複してしまいますが，薩摩川内市内にあります放射
線防護対策施設を掲載しております。平成28年度末まで民間の施設を入れまして11施設を
整備をさせていただいております。11ページはその施設の配置を示してあります。

資料の12ページでございますが，これは平成28年度に薩摩川内市で作成をしました，原
子力防災でありますとか放射線などを正しく理解をしていただくために，「こんな時どう
する？」というタイトルでＤＶＤを作成しまして，市内の小中学校や，地区コミュニティ
協議会などに配布させていただいております。また，受け入れをしてくださいます，関係
市町にも，原子力防災の理解をいただくために，配布をしているところです。

当市におきましては，原子力防災訓練前には，全ての地区コミュニティ協議会を対象に，
訓練の説明会と，また原子力防災に関する説明会を実施する他，原子力防災に関する出前
講座，それから毎月26日に原子力防災研修会，｢原子力防災を知ろう｣として，研修を市民
の方々に受けていただく機会を設けているところです。

13ページにつきましては，平成25年度以降，市民の方などにお配りをしましたリーフレ
ット各種でございます。一番左は，避難経路を文字で示したものとか，あとは防災対策は
どうするのかという資料，真ん中についてはそれをより分かりやすくしましたハンドブッ
クを，そして一番右側につきましては市内の小中学校の児童生徒に対して，原子力防災と
はということを理解していただくための資料となっております。この一番右側の資料につ
いてはお手元に現物を準備しておりますので，また御覧ください。

続きまして，先ほどありました，県の資料４-１の資料の中の１ページに書いてありま
したことについて，少し説明をいたします。上の表の上から３番目，ＰＡＺ内の各事態に
応じた対応についてです。

（１）の警戒事態につきましては，先ほどの説明にもありますが，万が一の災害発生時
において，警戒事態になった場合には，市としては災害対策本部を設置をすることとして
います。なお，県の北薩地域振興局の隣にあります，いわゆるオフサイトセンターの準備，
立ち上げに職員を向かわせることも含んでおります。国や県，事業者から情報収集を行い，
防災機関への連絡体制を整えます。市民の方々には防災行政無線，市の場合には各家庭に
戸別受信機をつけておりますので，防災行政無線の戸別受信機，屋外拡声局，並びに広報
車やコミュニティＦＭなどを通じて情報提供を行うこととしています。

ＰＡＺ圏内の要配慮者へは，いつでも避難できるように避難準備を呼びかけるとともに，
要配慮者以外につきましては，屋内退避を呼びかけます。これは県の資料の７ページ程に
も載っていたことです。それからこの時点におきまして，事業者が行う要配慮者避難支援
のための準備，資料では11ページであったかと思いますが，九州電力の支援を受けること
としております。放射線防護対策施設の運用のための災害対策詰所などに職員を派遣した
りもいたします。これは資料の10ページに記載があったことと思います。また，避難を受
け入れてくださいます自治体に対しても情報連絡をすることとしております。因みに，受
け入れをしていただく７市町に対しましては，薩摩川内市は平成25年度避難計画の策定以
降，毎年度訪問をさせていただきまして，受け入れ市町との意見交換や，我々からの情報
提供などを行っているところです。また，我々からいざというときに連絡ができる体制の
連絡体制表も作成させていただいております。これは毎年更新をしているところです。

次に（２）につきましては施設敷地緊急事態に進展した場合ですけれども，要配慮者へ
は避難を呼びかけます。これは呼びかけるツールは先ほど言ったとおりです。その他の方
々にはまず避難準備を呼びかけます。ＵＰＺ圏内の方々には屋内退避の準備，もしくは屋
内退避を呼びかけることとしております。
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（３）の，全面緊急事態とさらに進展した場合には，ＰＡＺ圏内住民の避難，ＵＰＺ圏
内住民の屋内退避を呼びかけることとしております。ＰＡＺ圏内におきましては，消防局，
消防団による残留者確認，また，広報活動，警察によるＰＡＺ圏内の立ち入り制限等を実
施することとしております。最後になりますが，先ほど，市で準備した資料の中にもあり
ましたとおり，原子力防災を，より市民の方に理解をしていただくために，「こんな時ど
うする？」というＤＶＤによって市民の方にお知らせをしていることですが，我々は，自
治会単位でありますとか，事業所でありますとか，そういったところから出前講座の要請
をいただきましたら，充分理解いただいたように，資料を持って説明に行っているところ
です。これにつきましては常々市長が申しているとおり，放射線であるとか，原子力防災
そういったものを正しく理解をして，防災対策にあたってもらいたいという思いから，市
民の方に御説明をさせていただいているところです。以上で説明を終わります。

（宮町座長）
どうもありがとうございました。それでは今の県，あるいは薩摩川内市の件について，

御意見，御質問等ありますでしょうか。

（山内委員）
鹿児島県および薩摩川内市の方から，原子力災害に関する取り組みを伺いまして，大変

感銘を受けました。私は県内ではなく県外から委員になったものです。新潟県や宮城県の
現状につきまして，わずかではありますが知っているところに比べても，大変進んだ取組
になっている，施策が具体的だ，という印象を受けました。それは川内原発が国の規制委
員会の動きから，いち早く再稼働を予定されたため，という理由も当然あるかと思います
が，同時に鹿児島県と薩摩川内市の効果的な取組があったからだと感じました。原子力災
害は複雑な複合災害であり，多岐にわたる組織が関係する非常に大きなオペレーションに
なるため，行政が避難訓練を含むＰＤＣＡにより確度をあげていかなければならないもの
であるのは言うまでもないところです。本日の御報告を元にまた，専門委員会で検討する
ことになるかと思いますが，２～３点感じたところを申し上げます。まず県の方から，プ
ルームの移動の予測に応じて避難経路を決めるという御報告がございましたが，リアルタ
イムの放射能拡散予測シミュレーションがない状況で，どのようにして正確なプルームの
位置を推定するのか。これは国の取組と関連する問題であろうかと思いますが，このよう
な疑問が出て参ります。

次に薩摩川内市でありますが，私ども１月の原子力防災訓練を見学させていただきまし
て，旧寄田小学校の体育館の施設を拝見することができました。そこに薩摩川内市の職員
の方がおいでになりまして，そのときの遣り取りが印象深く残っております。非常時に市
の職員は献身的に働かれると思いますが，放射線濃度が上がってくるなかで，自治体の首
長は市の職員が線量の高い地域に行き，住民と共に残置するように指示するのか，そのた
めに市の職員にどのような防護措置を取ることができるのか，というのは基礎自治体にと
って悩みになろうかと思います。最後に薩摩川内市の場合は，陸上自衛隊の工兵部隊，第
八施設部隊の大隊駐屯地が川内原発のそばにありますが，大隊にいくつかある中隊の，中
隊長のどなたかが薩摩川内市の担当になっていて，その部下の方が発災直後に市の緊急対
策室に偵察に来られると思います。その中隊長さんの連絡場所や，お名前は御存じでしょ
うか。

（薩摩川内市）
すいません。薩摩川内市寺田です。あの御指摘の件につきましては，かねてから，訓練

では一般災害もございますので，きちんとするようにしております。

（山内委員）
それは立派なことです。以上です。
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(宮町座長)
そのほか何かございますか。

（松成委員）
時間が無いので１点お願いします。４－１の資料の受け入れ先の調整のためのシステム

ということで，とても良いシステムだと思っているのですが，要介護者の方々の個人的な
基本データはどの程度反映されてマッチングされるのかちょっとお尋ねしたいです。

（鹿児島県保健医療福祉課長）
保健医療福祉課の清藤と申します。よろしくお願いいたします。具体的と言いますか，

人工呼吸器を使用している方がどれだけいらっしゃるとか，あるいは人工透析を受けてい
る方がいらっしゃるとか，そういったものを含めてマッチングしているというような状況
です。それを相手方に確認します。

（松成委員）
どのような内服をしているかとか，そこまでは入れていないのでしょうか。

（鹿児島県保健医療福祉課長）
そこまでは入れていません。

（松成委員）
個人的情報になりますね。はい。

（宮町座長）
そのほか何かございますか。僕から１つ薩摩川内市の方にお聞きしたいんですけれども,

大変によく色々やっているかと思うんですけれども，ただその時間が経てば県なり周囲か
らの支援が得られるのでこなせるんでしょうけれども，初動段階でですね，こうみると，
いろんな地区に32名派遣するとかですね，オフサイトセンター立ち上げるとか結構な仕事
量だなあと。その薩摩川内市のここに･･･ってるのが，職員として何名いるのか僕は申し
訳ないんですが知らないんですけれども，こういう震度６強ぐらいの地震動があったとき
に，本当に対応できるのかという，ちょっと不安があります。まあおそらくそういうこと
を十分に考慮した上でいろいろな配置をなされているかと僕は思うんですけれども，まあ
そういうことで問題が無いという理解でよろしいでしょうか。

（薩摩川内市）
はい。薩摩川内市の中村でございます。市の職員の体制ということで今御質問を受けた

と思います。市の職員，現在約千名おります。これは甑島も含まれての千名でございます。
詰所，市内には各詰所ということで，対策をする，各地域で対策をする拠点施設というこ
とで，詰所ということで配置をしておりますが，ここに配置をする職員をもう通常から決
めておりまして，そういった災害時には派遣するということにしております。詰所，それ
から要員ということで，その地域に応じた人員を配置しております。ただ確かに大きな災
害となった場合，職員が参集できるのかという疑問もございますが，基本的にはその地域
の近いところの職員を充てるようにしておりまして，そういった災害時にも対応できるよ
うにはしております。そういったのを踏まえながら，要員的に不足する場合には，本庁か
らまた職員を派遣する，そういった対応を取りながら，災害時の対応をしていくという方
針でしております。以上でございます。

（宮町座長）
ありがとうございました。そのほか何か御意見御質問ございますでしょうか。
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（鹿児島県原子力安全対策課長）
放射性物質の放出についての防護措置のことでございますけれども，私の説明がちょっ

とあれだったかったかもしれませんが，空間放射線量率に基づいて，避難すると，退避す
ると。実測値に基づいて行うということで基本になっておりますことを申し添えておきま
す。すみません。以上です。

（宮町座長）
そのほか何かございますでしょうか。特にないようでしたら今回の議題の２，原子力防

災対策について，ですけれども，この委員会で別途まとめて，知事の方にお渡しするとい
う形にしたいと思いますけれども，よろしいでしょうかね。こちらは今後も継続的に議題
として取り扱うんですけれども，今回委員会としてのまとめを知事の方に渡すという，そ
ういう形にしたいと思います。

次に議題の最後の３のその他について，何か委員の方，あるいは県の方から何かござい
ますでしょうか。

それでは御意見がないようなので，今年度第２回の専門委員会をこれで終了させていた
だきます。本日いただいた御質問や御意見に対しましては，次の委員会で九州電力なり，
県なりに御説明をしていただくということで引き続き検討していきたいと思います。

事務局から何かございますか。

（事務局）
本日の議事録につきましては，事務局で作成いたしまして，委員の皆様に御確認をいた

だいた上で，県のホームページに公表したいと考えておりますので，よろしくお願いいた
します。

（宮町座長）
それではこれで本日の議事は終了します。どうも，皆様，委員の皆様ありがとうござい

ました。

４ 閉会

（事務局）
それでは以上をもちまして終了させていただきます。

（以上）


